
 
 
 
 
 
 

指定統計・承認統計・届出統計月報 
 

平 成 1 9 年 3 月 

 

（第 55 巻 ・ 第 3 号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

総務省政策統括官（統計基準担当） 

 
 
 
 



目     次 

 

 

１ 統計調査の審査状況（総括表）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1 

（1） 指定統計調査の承認  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3 

（2） 承認統計調査の承認  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  6 

（3） 届出統計調査の受理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  8 
 

２ 指定統計調査の承認  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  9 

法人企業統計調査（財務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11 

学校基本調査（文部科学省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13 

建築着工統計調査（国土交通省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 

経済産業省企業活動基本調査（経済産業省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 

学校教員統計調査（文部科学省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23 

作物統計調査（農林水産省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 

医療施設調査（厚生労働省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31 

賃金構造基本統計調査（厚生労働省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34 

船員労働統計調査（国土交通省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37 

 

 

３ 承認統計調査の承認  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41 

出所受刑者に対する処遇効果に関する意識調査（法務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43 

個人情報の保護に関する事業者の取組実態調査（内閣府）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44 

灯油及びプロパンガス消費実態調査（資源エネルギー庁）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45 

電力需要調査（資源エネルギー庁）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46 

経済産業省設備投資調査（経済産業省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48 

石油輸入調査（資源エネルギー庁）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51 

社会保障生計調査（厚生労働省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53 

宿泊旅行統計調査（国土交通省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55 

法人企業統計調査附帯調査（「固定資産の減損会計」の導入について）（財務省）‥‥‥‥‥ 57 

社会保障実態調査（厚生労働省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59 

最低賃金に関する実態調査（厚生労働省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61 

生コンクリート流通統計調査（経済産業省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63 

放送番組制作業実態調査（総務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64 

自然再生の推進に関する意識等調査（総務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65 

建設工事進捗率調査（国土交通省）‥‥‥‥‥･･‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68 

建設労働需給調査（国土交通省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69 

主要建設資材需給・価格動向調査（国土交通省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70 

独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査（総務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72 

家庭電気製品の量販店販売統計調査（経済産業省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73 

農業協同組合及び同連合会一斉調査（農林水産省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74 

海外事業活動基本調査（経済産業省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77 

 

 



４ 届出統計調査の受理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79 

（1） 新規  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81 

県民の福祉に関する満足度意識調査（新潟県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81 

自然再生の推進に関する意識等調査（総務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82 

食に関する意識調査（神奈川県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85 

 

（2） 変更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 87 

人口移動統計調査（広島県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 87 

卒業後の状況調査付帯調査（鹿児島県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89 

鶏卵生産量等調査（新潟県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91 

学校における教育の情報化等の実態に関する調査（文部科学省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92 

住民基本台帳人口移動報告（総務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 93 

行政機関個人情報保護法施行状況調査（総務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 94 

職種別民間給与実態調査（人事院）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 95 

農林水産関係試験研究機関基礎調査（農林水産省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97 

「医療費の動向」調査（厚生労働省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98 

賃金実態調査（富士市）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100 

 

（3） 中止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥101 

労働状況調査（福井県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥101 

生産動態統計調査（埼玉県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥103 

学校給食実施状況調査（文部科学省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥104 

米飯給食実施状況調査（文部科学省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥107 

学校給食費調査（文部科学省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥109 

賃金事情調査（広島県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥111 

 

 

５ 参考  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥113  

承認統計調査の実施機関別・年（月）次別承認件数（報告様式単位） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥115 

届出統計調査の実施機関別・年（月）次別受理件数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥119  

 



 - 1 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 統計調査の審査状況 
（総括表） 
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１ 指定統計調査の承認 
指定統計調査

の名称 

承認年月日 承 認 事 項 の 主 な 変 更 申 請 者

法人企業統計

調査 

（７条２項） 

H19.3.2 商法（明治 32 年法律第 48 号）の改正及び有限会社法（昭

和 13 年法律第 74 号）の廃止が行われ、会社については、

会社法（平成 17 年法律第 86 号）で規定されたことにより、

平成 19 年４月１日より、調査の範囲に「合同会社」を含め

るように変更する。また、企業会計基準の変更に伴い、調

査票の用語を「資本」を「純資本」に変更する等を行う。 

財務大臣

学校基本調査

（７条２項） 

H19.3.6 学校教育法（昭和 22 年３月 31 日法律第 26 号）の一部改正

に伴い、調査票及び調査要綱について以下の変更を行う。 

(1) 「盲学校・聾学校・養護学校」を「特別支援学校」に変
更する。 

(2) 「助教授」を「准教授」に変更する。 
(3) 「助教」を追加する。 

文部科学

大臣 

建築着工統計

調査 

（７条２項） 

H19.3.8 独立行政法人住宅金融支援機構法（平成 17 年法律第 82 号）

の施行に伴い、平成 19 年４月１日より、住宅金融公庫に代わ

り、独立行政法人住宅金融支援機構が設立されることを受け

て、調査事項中の「住宅金融公庫住宅」を「住宅金融支援機

構住宅」に変更する。 

国土交通

大臣 

経済産業省企

業活動基本調

査 

（７条２項） 

H19.3.20  諮問第 312 号の答申「経済産業省企業活動基本調査の改正

について」（平成 18 年 11 月 10 日統審議第 10 号）を踏まえ、

以下の変更を行う。 

(1)  調査の期日を「毎年６月１日現在」から「毎年３月 31
日現在」に変更 

(2)  科学技術研究調査及び法人企業統計調査の転写事項を
増やす。 

(3)  調査対象業種に、大分類Ｑサービス業（他に分類され
ないもの）のうち、「中分類 81－学術・開発研究機関」、

「中分類 82－洗濯・理容・美容・浴場業」、「中分類 85

－廃棄物処理業」等を追加 

(4) 

 ① 従業員の内訳として「うち、正社員・正職員」、「パ

ートタイム従業者（就業時間換算）」の欄を追加 

 ② 「有形固定資産の増減」を「固定資産の増減」に変更

し、「無形固定資産の当期取得額」及び「無形固定資産

の当期減少額」の欄を追加 

 ③ 「商品類別の直接輸出額及び直接輸入額」の削除 

 ④ 「１１ バイオテクノロジーの利用形態」を平成 19 年

調査のみの項目として追加 

 ⑤ 「１２ 企業経営の方向」として、事業部数の欄、機

経済産業

大臣 
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指定統計調査

の名称 

承認年月日 承 認 事 項 の 主 な 変 更 申 請 者

関等の設置状況、団塊世代の退職等の取組状況の設問を

追加 

学校教員統計

調査 

（７条２項） 

H19.3.26  学校教育法（昭和 22 年 3 月 31 日法律第 26 号）の一部改正

に伴い、調査票及び調査要項について、「盲学校・聾学校・

養護学校」を「特別支援学校」に変更する。 

 調査票データの入力方法が変更されることに伴い、調査票

レイアウトを変更する。 

文部科学

大臣 

作物統計調査 

（７条２項） 

H19.3.26  諮問第 315 号の答申「作物統計調査等の改正について」（平

成 19 年２月９日統審議第１号）を踏まえ、以下の変更を行う。

１ 調査の種類 

かんしょ及び甘味資源作物（てんさい及びさとうきび）

に係る予想収穫量調査を廃止する。 

２ 調査事項 

(1)  収穫量調査において、麦類を災害被害量に係る調査対
象から削除する。 

(2)  上記１の予想収穫量調査の廃止、調査方法の変更に伴
い、関係する調査票の見直し、調査事項の簡素化等を行

う。 

３ 調査の範囲及び方法 

(1)  作付面積（栽培面積）の減少等を踏まえ、調査対象品
目等を削減する。 

(2) 耕地面積調査及び水稲に係る作付面積調査において、

調査員による実測調査を導入する。 

(3)  水稲以外の作物に係る作付面積調査及び収穫量調査
は、農業協同組合その他の関係団体を対象とする面接調

査を廃止し、往復郵送調査（自計申告）により実施する。

(4)  水稲以外の作物に係る収穫量調査は、職員による作況
基準筆の実測調査を廃止し、標本経営体を対象とする往

復郵送調査（自計申告）により実施する。 

(5)  水稲以外の作物に係る巡回・見積り調査は、作柄・被
害状況の要因把握に限定して実施する。 

４ 集計方法 

   調査方法の変更に伴い、水稲以外の作物に係る収穫量

は、関係団体又は標本経営体に対する調査結果から推定

した 10 アール当たり収量を算定し、これに作付面積を乗

じて求める。 

５ 結果の公表 

 往復郵送調査（自計申告）の導入に伴い、一部作物に

係る調査結果の公表時期を変更する。 

農林水産

大臣 
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指定統計調査

の名称 

承認年月日 承 認 事 項 の 主 な 変 更 申 請 者

６ 関係書類の保存 

   全国結果表の保存期間を「５年間」から「永年」にす

る。 

  (注) 

   標本経営体とは、2005 年農林業センサス（指定統計第

26 号を作成するための調査）の結果に基づき整備された

母集団情報から無作為に抽出した農林業経営体をいう。 

医療施設調査 

（７条２項） 

H19.3.28  調査の範囲中の「医療法施行規則第１条」を「医療法施行

規則第１条の１４」に変更する。 

 これは、「良質な医療を提供する体制の確立を図るため医

療法等の一部を改正する法律」（平成 18 年法律第 84 号）の

一部及び「医療法施行令の一部を改正する政令」(平成 19 年

政令第 9号)が平成 19 年 4 月１日から施行され、医療法施行

規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）の一部が改正されること

に伴い、医療施設調査の動態調査に係る部分について、条項

の位置に変更が生じたため、機械的に変更したものである。 

厚生労働

大臣 

賃金構造基本

統計調査 

（７条２項） 

H19.3.30  学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の改正に伴い、平成

19 年４月１日より、「助教授」が廃止され、「准教授」が新

設されることを受けて、調査結果の表章に用いる職種区分の

変更を行う。 

厚生労働

大臣 

船員労働統計

調査 

（７条２項） 

H19.3.30  諮問第 316 号の答申「船員労働統計調査の改正について」

（平成 19 年２月９日統審議第２号）を踏まえ、以下の変更を

行う。 

(1) 調査事項の変更 

 ① 女性船員及び外国人船員の労働実態が明らかとなるよ

う、「女性船員」欄及び「外国人船員」欄等の事項を追

加する。 

 ② 「食料金」、「従業制限」等に係る事項を削除するほ

か、「割増手当」と「夜間割増」との統合など調査事項

の簡素化を図る。 

(2) 一般船舶調査の 12 月調査の廃止 

一般船舶調査（第１号調査）の６月調査において、年

間総労働時間を一括把握するよう変更することに伴い、

従来、年間総労働時間の推計に資するために実施してい

た 12 月調査（月間総労働時間のみの簡易調査）を廃止す

る。 

(3) 調査期間の明確化 

   従来、明記されていなかった一般船舶調査、漁船調査

及び特殊船調査の各調査に係る調査期間を規定する。 

厚生労働

大臣 
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指定統計調査

の名称 

承認年月日 承 認 事 項 の 主 な 変 更 申 請 者

(4) 集計事項の追加 

    一般船舶調査において、月間総労働時間と月間報酬額

とのクロス集計、船員の年齢階級別、経験年数別の平均

報酬額等に係る集計事項を追加する。 

 
 
２ 承認統計調査の承認 
承 認 番 号 承認年月日 統 計 調 査 の 名 称 申 請 者

No.26811 

（旧 No.26455) 

H19.3.1 出所受刑者に対する処遇効果に関する意識調査 

社会生活に関するアンケート 
法務大臣 

No.26812 

（旧 No.     ) 

H19.3.2 個人情報の保護に関する事業者の取組実態調査 

個人情報の保護に関する事業者の取組実態調査票 
内閣総理大臣 

No.26813 

（旧 No.25947) 

H19.3.2 灯油及びプロパンガス消費実態調査 

灯油及びプロパンガス消費実態調査票 

資源エネルギ

ー庁長官 

No.26814 

（旧 No.26132) 

H19.3.2 電力需要調査 

電力需要調査票 

資源エネルギ

ー庁長官 

No.26815 

（旧 No.     ) 

H19.3.2 電力需要調査 

電力需要調査補足調査票 

資源エネルギ

ー庁長官 

No.26816 

（旧 No.26450) 

H19.3.6 経済産業省設備投資調査 

設備投資調査票（本票） 
経済産業大臣 

No.26817 

（旧 No.26451) 

H19.3.6 経済産業省設備投資調査 

設備投資調査票（業種別） 
経済産業大臣 

No.26818 

（旧 No.26452) 

H19.3.6 経済産業省設備投資調査 

設備投資調査票（リース業） 
経済産業大臣 

No.26819 

（旧 No.26453) 

H19.3.6 経済産業省設備投資調査 

公害防止設備投資調査票 
経済産業大臣 

No.26820 

（旧 No.23651) 

H19.3.8 石油輸入調査 

原油調査票 

資源エネルギ

ー庁長官 

No.26821 

（旧 No.26411) 

H19.3.8 社会保障生計調査 

社会保障生計調査 家計簿 
厚生労働大臣 

No.26822 

（旧 No.     ) 

H19.3.13 宿泊旅行統計調査 

宿泊旅行統計調査調査票（第１号様式） 
国土交通大臣 

No.26823 

（旧 No.     ) 

H19.3.13 宿泊旅行統計調査 

宿泊旅行統計調査調査票（第２号様式） 
国土交通大臣 

No.26824 

（旧 No.     ) 

H19.3.14 法人企業統計調査附帯調査（「固定資産の減損会計」の導

入について） 

法人企業統計調査附帯調査票（上期）（「固定資産の減損

会計」の導入について）（平成１９年５月） 

財務大臣 
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No.26825 

（旧 No.     ) 

H19.3.14 法人企業統計調査附帯調査（「固定資産の減損会計」の導

入について） 

法人企業統計調査附帯調査票（下期）（「固定資産の減損

会計」の導入について）（平成１９年７月） 

財務大臣 

No.26826 

（旧 No.     ) 

H19.3.15 社会保障実態調査 

社会保障実態調査（世帯票） 
厚生労働大臣 

No.26827 

（旧 No.     ) 

H19.3.15 社会保障実態調査 

社会保障実態調査（個人票） 
厚生労働大臣 

No.26828 

（旧 No.26488) 

H19.3.16 最低賃金に関する実態調査 

賃金改定状況調査票 
厚生労働大臣 

No.26829 

（旧 No.26489) 

H19.3.23 

 

最低賃金に関する実態調査 

最低賃金に関する基礎調査票 
厚生労働大臣 

No.26830 

（旧 No.23642) 

H19.3.23 

 

生コンクリート流通統計調査 

生コンクリート統計四半期報 
経済産業大臣 

No.26831 

（旧 No.26258) 

H19.3.23 

 

放送番組制作業実態調査 

放送番組制作業実態調査調査票 
総務大臣 

No.26832 

（旧 No.     ) 

H19.3.23 

 

自然再生の推進に関する意識等調査 

自然再生の推進に関するＮＰＯ法人の意識等調査票 
総務大臣 

No.26833 

（旧 No.     ) 

H19.3.23 

 

自然再生の推進に関する意識等調査 

自然再生の推進に関する自然再生協議会事務局の意識等

調査票 

総務大臣 

No.26834 

（旧 No.     ) 

H19.3.23 自然再生の推進に関する意識等調査 

自然再生の推進に関する住民等の意識等調査票 
総務大臣 

No.26835 

（旧 No.21296) 

H19.3.27 建設工事進捗率調査 

建設工事進捗率調査票 
国土交通大臣 

No.26836 

（旧 No.25959) 

H19.3.27 建設労働需給調査 

建設労働需給調査票 
国土交通大臣 

No.26837 

（旧 No.25946) 

H19.3.27 主要建設資材需給・価格動向調査 

主要建設資材需給・価格動向調査票 
国土交通大臣 

No.26838 

（旧 No.26456) 

H19.3.28 独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 

独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査調査票 
総務大臣 

No.26839 

（旧 No.     ) 

H19.3.28 家庭電気製品の量販店販売統計調査 

家庭電気製品の量販店販売月報 
経済産業大臣 

No.26840 

（旧 No.26441) 

H19.3.29 農業協同組合及び同連合会一斉調査 

農業協同組合一斉調査票（総合農協） 
農林水産大臣 

No.26841 

（旧 No.26442) 

H19.3.29 農業協同組合及び同連合会一斉調査 

農業協同組合一斉調査票（専門農協） 
農林水産大臣 

No.26842 

（旧 No.26443) 

H19.3.29 農業協同組合及び同連合会一斉調査 

農業協同組合連合会一斉調査票（都道府県区域） 
農林水産大臣 
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No.26843 

（旧 No.26505) 

H19.3.30 海外事業活動基本調査 

本社企業調査票 
経済産業大臣 

No.26844 

（旧 No.26506) 

H19.3.30 海外事業活動基本調査 

現地法人調査票 
経済産業大臣 

 

 

３ 届出統計調査の受理 

（1） 新規 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

107015 H19.3.1 県民の福祉に関する満足度意識調査 新潟県知事 

107016 H19.3.23 自然再生の推進に関する意識等調査 総務大臣 

107017 H19.3.26 食に関する意識調査 神奈川県知事

 

（2） 変更 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

207009 H19.3.2 人口移動統計調査 広島県知事 

207010 H19.3.2 卒業後の状況調査付帯調査 鹿児島県知事

207011 H19.3.12 鶏卵生産量等調査 新潟県知事 

207012 H19.3.22 学校における教育の情報化等の実態に関する調査 文部科学大臣

207013 H19.3.26 住民基本台帳人口移動報告 総務大臣 

207014 H19.3.27 行政機関個人情報保護法施行状況調査 総務大臣 

207015 H19.3.27 職種別民間給与実態調査 人事院事務総長

207016 H19.3.27 農林水産関係試験研究機関基礎調査 農林水産大臣

207017 H19.3.28 「医療費の動向」調査 厚生労働大臣

207018 H19.3.30 賃金実態調査 富士市長 

 
（3） 中止 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

307001 H19.3.23 労働状況調査 福井県知事 

307002 H19.3.27 生産動態統計調査 埼玉県知事 

307003 H19.3.28 学校給食実施状況調査 文部科学大臣

307004 H19.3.28 米飯給食実施状況調査 文部科学大臣

307005 H19.3.28 学校給食費調査 文部科学大臣

307006 H19.3.30 賃金事情調査 広島県知事 
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指定統計調査の承認 

【調査名】 法人企業統計調査 

【承認年月日】 平成１９年３月２日 

【指定番号】 １１０ 

【実施機関】 財務省財務総合政策研究所調査統計部 

【目 的】 我が国における営利法人（金融・保険業を除く）の企業活動の実態を明らかにし，あわせて企業を単

位とする各種統計調査のための基礎となる法人名簿を整備する。 

【沿 革】 法人企業統計調査は，昭和２３年より全営利法人（金融・保険業を除き，資本金１千万円以上は全数

調査）を対象に年次別調査を開始し，続いて昭和２５年には資本金２百万円以上の法人を対象に四半期

別調査が開始されて，現行の年次別，四半期別の統計体系が確立した。その後昭和４５年６月指定統計

に指定され，また，昭和４８年度からは，四半期報の対象企業を，資本金１千万円以上のものに切り上

げている。 

【調査の構成】 １－法人企業統計調査年次別調査票，２－法人企業統計調査四半期別調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「財政金融統計月報（法人企業統計年報特集号）」

（毎年１１月，国立印刷局発行），「法人企業統計季報」（毎四半期，国立印刷局発行） 

※ 

【調査票名】 １－法人企業統計調査年次別調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）金融・保険業を除く営利法人（合名会社，合資会社，合

同会社，株式会社） （抽出枠）法人企業統計調査による法人名簿及び財務省内部資料 

【調査方法】 （選定）全数及び有意抽出 （客体数）３０，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）決算期（４月から９月），決算期（１０月から３

月）， （系統）財務省→財務局（支局・事務所・出張所）→報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）毎年１月，７月 

【調査事項】 法人の名称及び法人に関する一般的事項，業種別売上高，資産・負債及び純資産に関する事項，

損益，利益処分，減価償却費及び費用，役員，従業員数に関する事項 

※ 
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【調査票名】 ２－法人企業統計調査四半期別調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）金融・保険業を除く資本金１千万円以上の営利法人（合

名会社，合資会社，合同会社，株式会社） （抽出枠）法人企業統計調査による法人名簿及び財務

省内部資料 

【調査方法】 （選定）全数及び有意抽出 （客体数）２４，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）１月から３月，４月から６月，７月から９月，１０月

から１２月 （系統）財務省→財務局（支局・事務所・出張所）→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎年５月，８月及び１１月，２月 

【調査事項】 法人の名称及び法人に関する一般的事項，業績別売上高，資産・負債及び純資産に関する事項，

固定資産の増減に関する事項，投資その他の資産内訳に関する事項，最近決算期における減価償却

費，損益に関する事項，人件費に関する事項に関する事項，人件費に関する事項 
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【調査名】 学校基本調査 

【承認年月日】 平成１９年３月６日 

【指定番号】 １３ 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにする。 

【沿 革】 学校基本調査が指定統計として指定される以前の学校に関する統計資料は，国立の学校については

「文部省直轄各部年報諸表様式（昭和１８年８月３１日文部省訓令第２２号）」，公私立の大学，高専

については「公立私立高等学校，公立私立大学，公立私立専門学校年報諸表様式（昭和１８年８月３１

日文部省令第７２号）」に基づき，それぞれの学校から直接文部省に所定の様式で報告せしめ，文部省

がこれを集計していたが，公私立の中学校以下の諸学校については「学事年報取調条項及び諸表様式

（明治４４年３月３１日文部省訓令第２号）」により，都道府県知事に対し，その管下の学校から所定

の様式で報告せしめ，都道府県知事は，これに基づき統計表を作成して文部省に提出し，文部省はこれ

を上の集計結果と共に，明治６年以降継続して刊行している文部省年報に掲載，公表していた。しか

し，学校制度の発展に伴い学校の内容の複雑化と数の著しい増加とによって，上のような業務報告形式

では正確迅速にこれをまとめることが困難になってきた。そこで，学制改革とも関連し，昭和２３年に

調査内容及び方法などを再検討し，これに抜本的改善を加え，新たに統計法に基づく指定統計とし，そ

の名称も「学校基本調査」という名称が付され，学校統計が新たに発足した。 

 当初の学校基本調査は，大学並びに従前の規定による大学・専門学校，高等学校及び教員養成所を除

き学校教育法上の全学校を対象とし，調査の構成も学校調査，経費及び資産調査（昭和２４年以降学校

経費調査），学校施設調査，入学調査，卒業者調査，教員・学生・生徒・児童異動調査及び学令児童及

び学令生徒調査の７つの調査で構成され，別に附帯調査として卒業者調査に関連した「就職状況調査」

を実施していた。その後，調査対象，調査の構成，調査事項などの変更はあったが，基本的にはこの当

初の計画が踏襲されている。 

 昭和４１年調査から附属図書館調査が中止され昭和５４年調査では，初等中等教育関係の各調査票の

集計が電算化され，これに伴い調査票の様式が変更されるとともに学校施設調査票に各種学校調査票が

新設された。 



 - 14 -

 昭和５５年調査から，国立養護教諭養成所の廃止に伴い「卒業後の状況調査」以外の国立養護教諭養

成所に係る調査票が廃止された。 

 平成６年調査から，「卒業後の状況調査票」（大学，大学院，短期大学，高等専門学校）の調査項目

の「出身高校の所在県」及び「事業所の所在県」を削除し，大学院，高等専門学校（Ａ票）と大学，短

期大学（Ｂ票）に別れていた調査票の統合を行った。 

 平成７年調査から，全ての調査票への押印を廃止した。 

 平成１１年調査から，学校教育法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第１０１号）による中等

教育学校の創設に伴い，「学校調査票」（中等教育学校），「学校通信教育調査票」（中等教育学校，

全日制・定時制）及び「卒業後の状況調査票」（中等教育学校通信制）の新設を行った。 

【調査の構成】 １－学校調査票，２－学校通信教育調査票，３－不就学学齢児童生徒調査票，４－学校施設調査

票，５－学校経費調査票，６－卒業後の状況調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「学校基本調査報告書」（毎年３月） （表章）都道

府県，特別区及び指定都市 

※ 

【調査票名】 １－学校調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，大学，高等

専門学校，特別支援学校，幼稚園，専修学校及び各種学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（大学，高等専門学校，国立の小学校・中学

校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・幼稚園・専修学校・各種学校），文部科学省→都道

府県（沖縄は教委）→報告者（公・私立の高等学校（通信制の課程のみを置く高等学校を除

く。），中等教育学校，都道府県立の小・中学校・特別支援学校・幼稚園・専修学校・各種学

校），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告者（市町村立・私立の

小・中学校・特別支援学校・幼稚園・専修学校・各種学校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月３１日（大学（短大を含む），高等専門学校，国立大学の

附属学校，国立の特別支援学校，専修学校，各種学校），６月２５日（公・私立高等・中・小学
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校，特別支援学校，幼稚園，専修学校，各種学校） 

【調査事項】 １．学校の名称及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．学部，学科，課程又は学級に関

する事項，４．教員及び職員の数，５．児童，生徒，学生又は幼児の在籍状況及び出席状況，６．

児童，生徒，学生又は幼児の入学，卒業及び転出入の状況 

※ 

【調査票名】 ２－学校通信教育調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）通信教育課程を置く高等学校及び中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→報告者（通信制の課程を

置く高等学校及び中等教育学校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日 

【調査事項】 １．学校の名称及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．教員及び職員の数，４．生徒の

在籍状況，５．生徒の入学，卒業，退学及び単位修得の状況 

※ 

【調査票名】 ３－不就学学齢児童生徒調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）不就学の学齢児童及び学齢生徒（報告者は，市

町村教育委員会） 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→

報告者（市町村教育委員会） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日 

【調査事項】 １．教育委員会の名称及び所在地，２．学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の状況，３．居所不

明の学齢児童生徒の数，４．死亡した学齢児童生徒の数 

※ 

【調査票名】 ４－学校施設調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）私立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別
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支援学校，幼稚園，専修学校及び各種学校，公立の専修学校及び各種学校，大学，高等専門学校，

国立大学法人法（平成１５年７月１６日法律第１１２号）に定める国立大学に附属させて設置した

学校（国立大学附属）及び特別支援学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の大学・高等専門学校・特別支援学校

（大学（学部）の附属学校を除く。），地方公共団体，教育委員会，公立大学法人，私立学校の設

置者（大学・高等専門学校に係るもの。）），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→報告者（都

道府県立の専修学校・各種学校，私立の高等学校及び中等教育学校の設置者（大学・高等専門学校

に係るものを除く。），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告者

（市町村立の専修学校・各種学校，私立の小学校，中学校，特別支援学校，幼稚園，専修学校及び

各種学校の設置者（大学・高等専門学校に係るもの，高等学校及び中等教育学校の設置者を除

く。） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月２５日（公立の専修学校，私立の高等学校・中等教育学

校・中・小学校・幼稚園・特別支援学校，専修学校，各種学校）７月３１日（大学（短大を含

む），高等専門学校，国立大学の附属高等・中・小学校・幼稚園・特別支援学校，国立の特別支

援学校・専修学校・各種学校） 

【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．土地又は建物の用途別，

構造別等の面積，４．土地又は建物の増減の状況 

※ 

【調査票名】 ５－学校経費調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）大学（私立を除く。），高等専門学校（国立高等専門学

校機構の設置する学校に限る。），国立大学附属の学校及び特別支援学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）前会計年度間 （系統）文部科学省→報告者（国立の大学・高等専門学校・特別支援学校（大

学（学部）の附属学校を除く。），地方公共団体，放送大学学園） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月３１日 
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【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．経費に関する事項，４．

収入に関する事項 

※ 

【調査票名】 ６－卒業後の状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）中学校，高等学校，中等教育学校並びに特別支援学校及

び特別支援学校の中等部・高等部の卒業者，大学及び高等専門学校の卒業者 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（大学（短大を含む）・高等専門学校，国立

の高等学校・中等教育学校・中学校・特別支援学校），文部科学省→都道府県（沖縄は教委）→報

告者（公・私立の高等学校・中等教育学校，都道府県立の中学校・特別支援学校），文部科学省→

都道府県（沖縄は教委）→市町村（沖縄は教委）→報告者（市町村立・私立の中学校・特別支援学

校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月３１日（大学（短大を含む）・高専，国立大学の附属高等

学校・中等教育学校・中学校・特別支援学校），６月２５日（公・私立高等学校・中等教育学

校・中学校・特別支援学校） 

【調査事項】 １．学校の名称，種別及び所在地，２．学校の特性に関する事項，３．卒業者の卒業時における

所属に関する事項，４．卒業者の進学，就職等の状況 
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【調査名】 建築着工統計調査 

【承認年月日】 平成１９年３月８日 

【指定番号】 ３２ 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課 

【目 的】 全国における建築物の建設の着工状態を明らかにし，建築及び住宅に関する基礎資料を得る。 

【沿 革】 建築の動態に関する統計は，戦前には市街地建築物法に基づく竣工建築物統計（内務省）があり，ま

た商工省でも同様の資料によって建築許可統計を作成していたが，法律の適用地域が限定されており，

地域内でも全部が集計されていないなどの欠点があった。戦後は建築調査会，臨時建築制限規則により

築造許可，着工，竣工の３系列が作成されていたが，昭和２５年に建築基準法の施行により現行統計が

発足したものである。 

【調査の構成】 １－建築着工統計調査票，２－補正調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「建設統計月報」（毎月（財）建設物価調査会発行）

「建築統計年報」（毎年国土交通省総合政策局情報管理部発行） （表章）都道府県，市 

※ 

【調査票名】 １－建築着工統計調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）その他 （属性）建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届の

行われた建築物 （抽出枠）建築工事届 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）他計 （把握

時）調査日現在 （系統）国土交通省→報告者（都道府県） 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

【調査事項】 １．着工予定期日，２．工事の予定期間，３．敷地の位置，４．建築主の種別，会社の資本金

等，５．工事種別，６．構造，７．建築物の用途，８．新築の場合における階数，９．新築工事の

場合における敷地面積，１０．床面積の合計，１１．工事費予定額，１２．工事別，１３．新設住

宅の資金，１４．住宅の建築工法，１５．住宅の種類，１６．建て方，１７．利用関係，１８．住

宅の戸数，１９．住宅の床面積の合計，２０．建築を伴う除去住宅戸数，２１．建築を伴う除去住

宅の利用関係 
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【調査票名】 ２－補正調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）その他 （属性）建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届の

行われた建築物 （抽出枠）建築工事届 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１３，５００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オ

ンライン （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）国土交通省→報告者（都道府県） 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

【調査事項】 １．着工予定期日，２．工事の完了予定期日，３．建築主，４．工事種別，５．構造，６．建築

物の用途，７．建築物の数，８．床面積の合計，９．工事費予定額，１０．工事の変更，１１．実

施床面積の合計，１２．工事実施額 
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【調査名】 経済産業省企業活動基本調査 

【承認年月日】 平成１９年３月２０日 

【指定番号】 １１８ 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室 

【目 的】 企業の活動の実態を明らかにすることにより，企業に関する施策の基礎資料を得る。 

【沿 革】 近年における我が国企業の事業活動は，多角化・組織化・系列化・国際化，ソフト化等を中心に変化

が著しく，かつ，このような事業活動の多角化・国際化等による新たな展開は，同一企業内の複数事業

所又は単一企業の領域を越え，複数の企業にわたる新たな活動形態として具体化してきていることか

ら，これらの実態を定量的に把握することが，各種の行政施策を企画していく上で重要な課題となって

いた。 

 このような事業活動の多様化の実態を，既存の事業所を対象とする調査で把握することが困難であ

り，また，企業を対象とする調査においても，包括的に把握するものとなっていなかった。 

 企業を単位とした事業活動の多角化の実態を把握する観点からは，昭和６２年，平成元年に，製造業

に属する企業を対象として工業統計調査（指定統計第１０号を作成するための調査）丙調査が実施さ

れ，企業の事業活動の多角化等の状況を把握してきたが，事業活動の多角化等は製造業だけでなく，他

の産業においても急速に進んでいることから，その全体像を把握することが困難となってきた。 

 本調査は，産業・経済動向の変化に応じた通商産業政策を企画・立案するための基礎資料を得ること

を目的とする新たな統計調査として，平成４年９月１１日，指定統計に指定され，指定統計調査として

３年周期により平成４年，７年に実施された（工業統計調査丙調査は，平成４年以降廃止）。 

 なお，本調査の実施に当たっては，工業統計調査丙調査の対象業種である製造業のほか，鉱業，卸

売・小売業，飲食店（一般飲食店及びその他の飲食店に属するものを除く。）に調査対象業種が拡大さ

れ，調査事項にも企業活動の多角化に関する項目が加えられている。 

 しかし，その後も多角化，分社化，生産拠点の海外移転等企業活動が複雑かつ急激に変化しており，

その実態を経年的にとらえていくことが必要となったことから，平成８年度以降，３年に１回の大規模

調査と他の２回の簡易調査のローテーションにより毎年実施することとされた。 

 平成１０年には，「一般飲食店」が調査対象業種に追加されたほか，報告者負担の軽減を図るため，
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プレプリントの実施，他指定統計調査結果データの利活用等の措置が講じられている。 

 平成１３年には「電気・ガス業」，「クレジットカード業，割賦金融業」及び「サービス業のうち経

済産業省の所管業種を中心とした業種」が調査対象業種に追加され，平成１６年には，デザイン・機械

設計業，商品検査業，計量証明業，ボウリング場及びディスプレイ業の５業種が調査対象業種に追加さ

れている。 

 平成１７年には法人企業統計調査の調査結果の活用を図るため，所要の改正を行っている。 

【調査の構成】 １－企業活動基本調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「企業活動基本調査報告書（速報）」（調査期日から

１０か月以内），「同（確報）」（調査期日から１年４か月以内） （表章）全国，経済産業局，

都道府県 

※ 

【調査票名】 １－企業活動基本調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）統計調査に用いる産業分類並びに疾病，傷害及び死因分

類を定める政令の規定に基づき，産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件（平成１４年

総務省告示第１３９号）に定める日本標準産業分類に掲げる大分類Ｄ―鉱業，大分類Ｆ―製造業，

大分類Ｇ―電気・ガス・熱供給・水道業（中分類３５―熱供給業及び中分類３６―水道業を除

く。），大分類Ｈ―情報通信業のうち別表第１に掲げる業種，大分類Ｊ―卸売・小売業，大分類Ｋ

―金融・保険業のうち小分類６４３―クレジットカード業，割賦金融業，大分類Ｍ―飲食店，宿泊

業のうち中分類７０―一般飲食店，大分類Ｏ―教育，学習支援業のうち別表第２に掲げる業種及び

大分類Ｑ―サービス業（他に分類されないもの）のうち別表第３に掲げる業種に属する事業所を有

する企業のうち，従業者５０人以上かつ資本金額又は出資金額が３，０００万円以上の企業 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４２，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライ

ン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系統）経済産業省→経済産業局→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月１５日 

【調査事項】 １．企業の名称及び所在地，２．資本金額又は出資金額，３．企業の設立形態及び設立時期，

４．企業の決算月，５．事業組織及び従業者数，６．親会社，子会社・関連会社の状況，７．資
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産・負債及び純資産並びに投資，８．事業内容，９．取引状況，１０．事業の外注状況，１１．研

究開発，１２．技術の所有及び取引状況，１３．情報化の状況，１４．バイオテクノロジーの利用

形態，１５．企業経営の方向 
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【調査名】 学校教員統計調査 

【承認年月日】 平成１９年３月２６日 

【指定番号】 ６２ 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 学校の教員構成並びに教員の個人属性，職務態様及び異動状況等を明らかにする。 

【沿 革】 学校教員に関する指定統計調査は，学校教員調査（昭和２２年１０月指定統計第９号に指定）と学校

教員需給調査（昭和２８年３月指定統計第６２号に指定）が実施されていたが、昭和４３年に，学校教

員調査の調査事項を学校教員需給調査の調査事項に含めた上で学校教員需給調査のみを実施することと

なり，学校教員需給調査規則の改正と学校教員調査規則の廃止が行われた。（昭和４３年９月３０日文

部省令第２９号） 

昭和４６年には，学校教員需給調査が学校教員統計調査に改称された。 

平成１１年には，学校教育法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第１０１号）による中等教育学

校の創設に伴い，「教員個人調査票（中等教育学校）」を新設し，従前の「教員異動調査票（高等学校

以下）」を「教員異動調査票（小・中・高・中等教育・盲・聾・養護学校及び幼稚園）」に変更した。 

平成１６年には、大学及び高等専門学校を対象にオンライン調査が導入された。 

平成１７年には、栄養教諭制度の導入に伴い、調査票様式を変更した。 

【調査の構成】 １－学校調査票，２－教員個人調査票（小学校），３－教員個人調査票（中学校），４－教員個

人調査票（高等学校），５－教員個人調査票（中等教育学校），６－教員個人調査票（特別支援学

校），７－教員個人調査票（幼稚園），８－教員個人調査・教員異動調査票（本務教員）（大学・

高等専門学校），９－教員個人調査票（兼務教員）（大学・高等専門学校），１０－教員個人調査

票（専修学校・各種学校），１１－教員異動調査票（高等学校以下） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「学校教員統計調査報告書」 （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－学校調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）公立の小学校，中学校，公立高等学校の全日制・定時制

課程，私立高等学校の全日制課程及び公・私立の幼稚園 
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【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）平成１９年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立学校），文部科学省→都道府

県教育委員会→報告者（都道府県立及び私立学校），文部科学省→都道府県教育委員会→市区町村

教育委員会→報告者（市区町村立学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１０月１日 

【調査事項】 １．学校種類，２．設置者，３．本校・分校，４．課程，５．性別，年齢別，職名別の本務教員

数等 

※ 

【調査票名】 ２－教員個人調査票（小学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の小学校 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１

９年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の小学校），文部科学省→都道府県教育

委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の小学校），文部科学省→都道府県教育委員会

→報告者（私立の小学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月１９日（国立の小学校），１２月１０日（公・私立の小学

校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．免許教科，

８．学級担任状況，９．授業担任状況，１０．担任教科，１１．週教科等担任授業時数，１２．都

道府県費・市町村費別，１３．給料月額 

※ 

【調査票名】 ３－教員個人調査票（中学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の中学校 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１

９年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の中学校），文部科学省→都道府県教育

委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の中学校），文部科学省→都道府県教育委員会

→報告者（私立の中学校） 
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【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月１９日（国立の中学校），１２月１０日（公・私立の中学

校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．免許教科，

８．学級担任状況，９．授業担任状況，１０．担任教科，１１．週教科等担任授業時数，１２．都

道府県費・市町村費別，１３．給料月額 

※ 

【調査票名】 ４－教員個人調査票（高等学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の高等学校 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１

９年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の高等学校），文部科学省→都道府県教

育委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の高等学校），文部科学省→都道府県教育委

員会→報告者（都道府県立及び私立の高等学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月１９日（国立の高等学校），１２月１０日（公・私立の高

等学校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．免許教科，

８．授業担任状況，９．担任教科，１０．週教科等担任授業時数，１１．給料月額 

※ 

【調査票名】 ５－教員個人調査票（中等教育学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１９年１０月１日

現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の中等教育学校），文部科学省→都道府県教育委員会→

報告者（県立の中等教育学校），文部科学省→都道府県教育委員会→市区町村教育委員会→報告者

（市区町村立の中等教育学校），文部科学省→都道府県教育委員会→報告者（私立の中等教育学

校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月１９日（国立の中等教育学校），１２月１０日（公・私立

の中等教育学校） 
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【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．免許教科，

８．学級担任状況，９．授業担任状況，１０．担任教科，１１．週教科等担任授業時数，１２．給

料月額 

※ 

【調査票名】 ６－教員個人調査票（特別支援学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の特別支援学校 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１９年１０月１日

現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の特別支援学校），文部科学省→都道府県教育委員会→

市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の特別支援学校），文部科学省→都道府県教育委員会→

報告者（都道府県立及び私立の特別支援学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月１９日（国立の特別支援学校），１２月１０日（公・私立

の特別支援学校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．障害種別担

当状況，８．授業担任状況，９．週教科等担任授業時数，１０．給料月額，１０． 

※ 

【調査票名】 ７－教員個人調査票（幼稚園） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の幼稚園 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１

９年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の幼稚園），文部科学省→都道府県教育

委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の幼稚園），文部科学省→都道府県教育委員会

→報告者（都道府県立及び私立の幼稚園） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月１９日（国立の幼稚園），１２月１０日（公・私立の幼稚

園） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．勤務年数，５．学歴，６．免許状の種類，７．学級担任状

況，８．給料月額 

※ 
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【調査票名】 ８－教員個人調査・教員異動調査票（本務教員）（大学・高等専門学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立大学・短期大学・高等専門学校等 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）平成１９年１０月１日現在，平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 （系統）文部科学

省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１１月１９日 

【調査事項】 １．共通事項（教員の性別，年齢，職名，学歴，専門分野等），２．個人調査（勤務年数，出身

学校，授業担当状況，週担当授業時数，給料月額，兼務先等），３．異動調査（採用前の職業，転

入前の学校種，離職理由等） 

※ 

【調査票名】 ９－教員個人調査票（兼務教員）（大学・高等専門学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立大学・短期大学・高等専門学校等 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１９年１０月１日

現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１９年１１月１９日 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．専門分野，４．本務先 

※ 

【調査票名】 １０－教員個人調査票（専修学校・各種学校） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の専修学校・各種学校 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１

９年１０月１日現在 （系統）文部科学省→報告者（国立の専修学校・各種学校），文部科学省→

都道府県（及び市区町村）教育委員会→報告者（公・私立の専修学校・各種学校） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月１９日（国立の専修学校・各種学校），１２月１０日

（公・私立の専修学校・各種学校） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．学歴，４．専門分野，５．所属学科，６．授業担当状況，７．週教科

担当授業時数，８．本務・兼務の別，９．兼務教員の本務先，１０．勤務年数，１１．給料月額等 
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【調査票名】 １１－教員異動調査票（高等学校以下） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国・公・私立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学

校，特別支援学校，幼稚園 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１８年４月１日～

平成１９年３月３１日 （系統）文部科学省→報告者（国立の小学校，中学校，高等学校，中等教

育学校，特別支援学校，幼稚園），文部科学省→都道府県教育委員会→報告者（都道府県立及び私

立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，幼稚園），文部科学省→都道府県

教育委員会→市区町村教育委員会→報告者（市区町村立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学

校，特別支援学校，幼稚園） 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１１月１９日（国立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学

校，特別支援学校，幼稚園），１２月１０日（公・私立の小学校，中学校，高等学校，中等教育

学校，特別支援学校，幼稚園） 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．職名，４．学歴，５．所属課程，６．異動の状況，７．採用・転入の

状況，８．離職理由等 
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【調査名】 作物統計調査 

【承認年月日】 平成１９年３月２６日 

【指定番号】 ３７ 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

【目 的】 耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし，農業行政の基礎資料を整備する。 

【沿 革】 昭和２２年に開始，昭和２５年から指定統計調査として実施している。 

昭和５４年には，一部調査事項について調査項目の区分及び調査期日の変更を行った。 

平成１４年には，①関連する承認統計調査を含めた調査体系の整備，②調査対象品目の選定基準の策

定，③調査票の統廃合，ＯＣＲ化等を実施した。 

平成１７年には，①作付予定面積調査及び野菜・果樹に係る予想収穫量調査の廃止，②てんさい・さと

うきびに関する作付面積調査及び予想収穫量・収穫量調査の郵送調査化等の変更を行った。 

平成１９年には，①かんしょ及び甘味資源作物（てんさい及びさとうきび）に係る予想収穫量調査の廃

止，②耕地面積調査及び水稲に係る作付面積調査において，調査員による実測調査の導入，③水稲以外

の作物に係る作付面積調査及び収穫量調査では農業協同組合その他の関係団体を，水稲以外の作物に係

る収穫量調査では標本経営体を対象とする往復郵送調査（自計申告）をそれぞれ実施した。 

【調査の構成】 １－面積調査（耕地面積調査，作付面積調査），２－作況調査（作柄概況調査，予想収穫量調

査，収穫量調査），３－被害調査（被害応急調査，共済減収調査） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「普通作物統計」（毎年９月から１０月），「耕地及

び作付面積統計」（毎年３月） （表章）全国，都道府県 

※ 

【調査票名】 １－面積調査（耕地面積調査，作付面積調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場，世帯，団体 （属性）圃場，農家又は関係団体 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）職員・調査員 （取集）職員・調査員 （記入）併用 （把握

時）調査日現在及び作物の収穫期 （系統）農林水産省→地方農政局→地方農政事務所→統計・情

報センター→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）作物の生育期間中及び収穫時並びに被害発生時等 
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【調査事項】 １．耕地の種類別面積，２．耕地の種類別の拡張及びかい廃面積，３．作物の種類別作付面積，

４．作物の田畑・用途別作付（栽培）面積 

※ 

【調査票名】 ２－作況調査（作柄概況調査，予想収穫量調査，収穫量調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場，世帯，団体 （属性）圃場，農家又は関係団体 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）郵送・職員 （取集）郵送・職員 （記入）併用 （把握時）調

査日現在及び収穫期 （系統）農林水産省→地方農政局→地方農政事務所→統計・情報センター→

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）作物の生育期間中及び収穫時並びに被害発生時等 

【調査事項】 １．水稲の時期別の作柄概況（生育状況及び被害状況を含む），２．水稲の予想収穫量出荷先別

別割合，３．作物の種類別の収穫量（野菜，果樹及び花きにあってはその出荷量，水稲にあっては

その災害種類別の被害量などを含む） 

※ 

【調査票名】 ３－被害調査（被害応急調査，共済減収調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場，世帯，団体 （属性）圃場，農家又は関係団体 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）職員 （取集）職員 （記入）他計 （把握時）調査日現在及び

作物の収穫期 （系統）農林水産省→地方農政局→地方農政事務所→統計・情報センター→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）作物の生育期間中及び収穫時並びに被害発生時等 

【調査事項】 １．災害等を受けた作物の災害種類別の被害面積及び被害量，２．作物の種類別共済減収量及び

当該基準減収量に係る作付面積 
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【調査名】 医療施設調査 

【承認年月日】 平成１９年３月２８日 

【指定番号】 ６５ 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 

【目 的】 医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに，医療施設の診療機能を把握し，医療行政の

基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は，昭和２３年１１月，全医療施設を対象に実施された「施設面からみた医療調査」を前身と

し，その後，昭和２８年に指定統計となり，昭和４７年まで毎年年末（昭和２８年は７月末）現在で実

施してきた。昭和４８年に調査規則を改正し全施設の詳細な実態を把握することを目的とする静態調査

を昭和５０年から３年ごとに実施するとともに，各都道府県から施設の開設・廃止等の報告を毎月徴集

する動態調査を昭和４８年１１月から実施することとして，現在に至っている。なお，昭和５９年から

は，静態調査を患者調査と同時期に実施し，両調査のデータリンケージが可能となるよう調査期日を１

０月１日現在に改めた。 

【調査の構成】 １－医療施設静態調査病院票，２－医療施設静態調査一般診療所票，３－医療施設静態調査歯科

診療所票，４－医療施設動態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「医療施設動態調査月報」（当月調査分の約２ヶ月後

公表） 「医療施設統計年報」  （調査年の翌年９月頃公表） 「医療施設（静態・動態）調

査・病院報告」 （調査翌年１月～３月公表） （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－医療施設静態調査病院票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）病院 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９，１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）平成１７年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１日 

【調査事項】 １．施設名，２．施設の所在地，３．休止・休診の状況，４．開設者，５．許可病床数，６．施
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設の面積等，７．診療科目，８．診療科目別患者数，９．併設施設の状況，１０．社会保険診療等

の状況，１１．承認等の状況，１２．救急医療体制，１３．各種委員会の設置状況，１４．医療安

全体制，１５．表示診療時間の状況，１６．在宅医療サービスの実施状況，１７．麻酔及び手術等

の状況，１８．特殊診療設備，１９．検査等の実施状況，２０．歯科設備，２１．夕食の状況，２

２．委託の状況，２３．診療録管理専任従事者，２４．診療情報管理の状況，２５．電子カルテシ

ステムの導入状況，２６．ホームページの開設，２７．遠隔医療システムの導入状況，２８．看護

の実施状況，２９．病棟における看護職員の勤務体制，３０．外来患者への処方数，３１．定期的

な臨床病理学的症例検討会（ＣＰＣ）の実施，３２．剖検，３３．受動喫煙防止対策の状況，３

４．職員のための院内保育サービスの実施状況 

※ 

【調査票名】 ２－医療施設静態調査一般診療所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）一般診療所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９７，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）平成１７年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１日 

【調査事項】 １．施設名，２．施設の所在地，３．休止・休診の状況，４．開設者，５．病床及び病室，６．

診療科目，７．併設施設の状況，８．社会保険診療等の状況，９．診療所の種類，１０．期間診療

所等，１１．表示診療時間の状況，１２．予約診療の状況，１３．診療状況，１４．従事者数，１

５．在宅医療サービスの実施状況，１６．麻酔及び手術等の状況，１７．検査等の実施状況，１

８．歯科設備，１９．委託の状況，２０．電子カルテシステムの導入状況，２１．レセプト処理用

コンピューター，２２．ホームページの開設，２３．遠隔医療システムの導入状況，２４．外来患

者への処方数，２５．受動喫煙防止対策の状況 

※ 

【調査票名】 ３－医療施設静態調査歯科診療所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）歯科診療所 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６７，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）平成１７年１０月１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→（保健所を設置する市・特別

区）→保健所→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１７年１０月１日 

【調査事項】 １．施設名，２．施設の所在地，３．休止・休診の状況，４．開設者，５．許可病床数，６．診

療科目，７．社会保険診療等の状況，８．初期救急医療体制への参加状況，９．従事者数，１０．

表示診療時間の状況，１１．診療状況，１２．在宅医療サービスの実施状況，１３．保健事業，１

４．手術等の状況，１５．歯科設備，１６．刷掃指導室，１７．歯科技工室，１８．技工物の外注

の状況，１９．委託の状況，２０．医療情報システムの導入状況，２１．ホームページの開設，２

２．外来患者への処方数，２３．受動喫煙防止対策の状況 

※ 

【調査票名】 ４－医療施設動態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）医療法に基づき都道府県知事等が新規開設，廃止，変

更等の許可・届出の受理又は処分をした医療施設 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県（→報告者（病院・診療所）），厚生労働省→都

道府県→（保健所を設置する市・特別区）（→報告者（当該管轄区域内診療所）） 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

【調査事項】 １．処分等の区分，２．施設名，３．施設の所在地，４．開設者，５．地域医療支援病院か否

か，６．救急告示病院か否か，７．診療科目，８．許可病床数，９．従事者数，１０．社会保険診

療等の状況等 
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【調査名】 賃金構造基本統計調査 

【承認年月日】 平成１９年３月３０日 

【指定番号】 ９４ 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部賃金福祉統計課 

【目 的】 主要産業に雇用される労働者について，その賃金の実態を雇用形態，就業形態，職種，性，年齢，学

歴，勤続年数，経験年数別等に明らかにする。 

【沿 革】 この調査は昭和３３年から昭和３５年まで３回にわたり，賃金構造基本調査として実施していたもの

を，昭和３６年に拡大し，名称を賃金実態総合調査に変更したが，昭和３９年以降現行名称に改め，昭

和３９年，昭和４２年，昭和４５年，昭和４８年，昭和５１年及び昭和５４年の順に３年ごとに大規模

調査を，その他の年には小規模調査を行った。昭和５７年には各年のサンプル数を平準化し，中規模調

査とし，昭和６０年には営業用大型貨物自動車運転者，営業用普通・小型貨物自動車運転者の２職種を

対象に追加し，また，昭和６２年には男女雇用機会均等法の施行に伴い，女子大卒業者（技術系）等の

採用人員，初任給額が追加された。さらに，平成１３年には，介護保険法の施行に伴う介護支援専門員

等の新しい職種の追加や労働者数の少なくなった職種の廃止等を行い，平成１６年には，常用労働者に

該当しない労働者についての調査の実施等を行っている。 

【調査の構成】 １－事業所票，２－個人票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（統計センター委託・機械集計） （公表）「初任給の概況」（当年１１

月），「都道府県別速報」（翌年２月），「賃金構造基本統計調査の概況」（３月），「賃金構造

基本統計調査報告」（毎年７月厚生労働省大臣官房統計情報部発行）及びＨＰに掲載。 （表章）

全国，都道府県 

※ 

【調査票名】 １－事業所票 

【調査対象】 （地域）全国（ただし，北海道，東京都，長崎県，鹿児島県，沖縄県各都道府県の一部地域を除

く） （単位）事業所 （属性）鉱業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，情報通信

業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療，福祉，教育，学習

支援業，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（その他の生活関連サービス業
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のうち家事サービス業及び外国公務を除く。）に属する常用労働者１０人以上を雇用する事業所及

び常用労働者５人以上９人以下を雇用する事業所。 （抽出枠）事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７８，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自

計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督署→調

査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０７月１日～３１日 

【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地，２．主要な生産品の名称又は事業の内容，３．事業所の雇用形態

別労働者数，４．企業全体の常用労働者数，５．新規学卒者の初任給額及び採用人員（民営の事業

所に限る。） 

※ 

【調査票名】 ２－個人票 

【調査対象】 （地域）全国（ただし，北海道，東京都，長崎県，鹿児島県，沖縄県各都道府県の一部地域を除

く） （単位）個人 （属性）鉱業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，情報通信

業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療，福祉，教育，学習

支援業，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（その他の生活関連サービス業

のうち家事サービス業及び外国公務を除く。）に属する常用労働者１０人以上を雇用する事業所及

び常用労働者５人以上９人以下を雇用する事業所に雇用される常用労働者。 （抽出枠）事業所・

企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６８０，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督

署→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０７月１日～３１日 

【調査事項】 １．労働者の番号又は氏名，２．性，３．雇用形態，４．就業形態，５．最終学歴，６．年齢，

７．勤続年数，８．役職又は職種，９．労働者の種類，１０．役職番号，１１．職種及び経験年

数，１２．実労働日数，１３．所定内実労働時間数，１４．超過実労働時間数，１５．きまって支

給する現金給与額，１６．超過労働給与額，１７．通勤手当，１８．精皆勤手当，１９．家族手
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当，２０．昨年１年間の賞与，期末手当等特別給与額等 
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【調査名】 船員労働統計調査 

【承認年月日】 平成１９年３月３０日 

【指定番号】 ９０ 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報管理部交通調査統計課 

【目 的】 船員の報酬，雇用等について，その実態を明らかにする。 

【沿 革】 昭和２２年以来総理府統計局で毎月勤労統計調査の一部として実施してきたが，昭和２３年９月に船

員を除く陸上産業の労働者の調査が労働省に移管されたので，総理府統計局では引続き船員関係の調査

を指定統計第１７号「船員毎月勤労統計」として実施してきた。しかし，昭和３２年３月にこの調査が

総理府統計局から移管され，昭和３２年４月からこの調査と従前から運輸省で実施してきた指定統計第

２８号「船舶船員統計」の給与関係の調査と「汽船船員給与調査，機帆船船員給与調査及び漁船船員給

与調査」の３種の統計調査を統合して新しく指定統計第９０号「船員労働統計」として実施するように

なった。 

【調査の構成】 １－船員労働統計調査票・第１号様式，２－船員労働統計調査票・第２号様式，３－船員労働統

計調査票・第３号様式 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託） （公表）「船員労働統計」（毎四半期及び毎年） （表章）全

国 

※ 

【調査票名】 １－船員労働統計調査票・第１号様式 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する

船員であって，総トン数２０トン以上の船舶（漁船及び特殊船（引船，はしけ及び官公署船をい

う。以下同じ。）以外の国土交通大臣が指定する船舶）に乗り組む者 （抽出枠）船員労働統計母

集団調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オン

ライン （記入）自計 （把握時）毎年６月・年間 （系統）国土交通大臣→地方運輸局（運輸監

理部を含む。）・運輸支局・海事事務所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月 
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【調査事項】 １．申告者について（申告者の氏名又は名称及び住所，所属船主団体名，労働組合の状況），

２．船舶について（船舶の名称，総トン数，稼働日数，用途，航行区域別，内外航別），３．船

長・職員，部員ごとの人数及び女性・外国人の内数，４．各船員について（年齢，性別，外国人か

否か，経験日数，年間総労働時間，年間取得休日数，月間総労働時間，定期払いを要する報酬，割

増手当て・夜間割増，特別に支払われた報酬，航海日当，その他の手当て） 

※ 

【調査票名】 ２－船員労働統計調査票・第２号様式 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する

船員であって，総トン数２０トン以上の漁船に乗り組む者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）年間 （系統）国土交通大臣→地方運輸局（運輸監理部を含む。）・運

輸支局・海事事務所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１２月 

【調査事項】 １．申告者について（申告者の氏名又は名称及び住所），２．漁船について（船名，総トン数，

用途），３．従業状態，報酬額等について（漁業種類，漁業期間，航海日数，航海回数，漁業期間

中最も乗組員の多かった月及び少なかった月の人員数，水揚高合計額，乗組員に支払われた報酬合

計額，報酬の支払い形態，報酬（給料，歩合給，その他の手当，特別に支払われた報酬，航海日

当），４．船員について（人員数及び女性・外国人船員の内数，持代（歩）数及び女性・外国人船

員の内数，給料・最低保障額及び女性・外国人船員の内数） 

※ 

【調査票名】 ３－船員労働統計調査票・第３号様式 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する

船員であって，総トン数２０トン以上の特殊船に乗り組む者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎年６月 （系統）国土交通大臣→地方運輸局（運輸監理部を含

む。）・運輸支局・海事事務所→報告者 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月 

【調査事項】 １．申告者について（申告者の氏名又は名称及び住所），２．特殊船について（船舶の用途，隻

数，総トン数），３．船員について（船員数及び女性・外国人船員の内数，総延稼動日数及び女

性・外国人船員の内数，時間外・補償休日労働時間及び女性・外国人船員の内数，年間取得休日数

及び女性・外国人船員の内数，報酬（定期払いを要する報酬，割増手当・夜間割増，特別に支払わ

れた報酬，航海日当）及び女性・外国人船員の内数） 
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３ 承 認 統 計 調 査 の 承 認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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承認統計調査の承認 

【調査名】 出所受刑者に対する処遇効果に関する意識調査 

【実施機関】 法務省矯正局成人矯正課 

【目 的】 出所受刑者に対して，矯正施設で現在実施している職業訓練，矯正教育等の矯正処遇が，改善更生や

社会復帰に対して有効であったかを調査し，これら矯正処遇の処遇効果を検証した結果を基に，再犯防

止により有効な職業訓練，矯正教育等の実施内容，実施方法を構築することにより，受刑者の再犯防止

につなげる基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－社会生活に関するアンケート 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「政策評価に係る法務省事後評価実施結果報告書」

（平成２０年８月） （表章）全国 

【経 費】 １，７１９ 

※ 

【調査票名】 １－社会生活に関するアンケート 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１１ 調査票承認番号（旧）２６４５５ 

【調査対象】 （地域）全国の刑務所等出所受刑者 （単位）個人 （属性）当該調査年度に出所する受刑者 

（抽出枠）被収容者人名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３０，０３７ （配布）各施設刑務官 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）調査日現在日 （系統）刑務所・少年刑務所・拘置所→報告者→矯正管区→府中刑務所 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）出所６か月後 

【調査事項】 １．順調に社会復帰したか否か，２．就職したか否か，３．就職した職種，４．就職ができた経

緯，５．職業訓練が役に立ったか否か，６．所内教育等を受講して得られたこと，７．被害者への

謝罪・贖罪意識，８．現在の生活状況 
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【調査名】 個人情報の保護に関する事業者の取組実態調査 

【実施機関】 内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室 

【目 的】 事業者の個人情報保護の取組実態を把握することにより，国民生活審議会個人情報保護部会における

個人情報保護法の施行状況の評価及び制度に関する必要な措置の検討に役立てるとともに，事業者の個

人情報保護に対する意識の向上，体制整備につなげる。 

【調査の構成】 １－個人情報の保護に関する事業者の取組実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「国民生活審議会個人情報保護部会」に報

告（平成１９年４月）及びホームページにて公表 （表章）全国 

【経 費】 １０，０００ 

※ 

【調査票名】 １－個人情報の保護に関する事業者の取組実態調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１２ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所及び企業 （属性）上場・非上場企業，その他団体（公益法人，

ＮＰＯ）  （抽出枠）東京商工リサーチＣＤーＥＹＥＳ及びホームページから取得する団体加盟

者リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２０，０００／母５００，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）内閣府→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年３月上旬～平成１９年３月中旬 

【調査事項】 １．個人情報の保有・利用実態について，２．個人情報の管理体制全般について，３．従業者管

理について，４．委託先管理について，５．委託元との関係について，６．第三者提供について，

７．本人からの請求等への対応について，８．個人情報の消去・破棄について，９．個人情報の漏

えい等について，１０．その他 
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【調査名】 灯油及びプロパンガス消費実態調査 

【実施機関】 資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課 

【目 的】 灯油及びプロパンガスの安定供給を図る観点から，地域的な消費態様等の実態を把握して適切な行政

施策の基礎資料とする。 

【沿 革】 オイルショック（第１次昭和４８年，第２次昭和５３年）を契機として，灯油及びプロパンガスを緊

急時に安定供給するための基礎資料を得るため，灯油については昭和５４年から、またプロパンガスに

ついては昭和５８年から毎年調査していたが，その後灯油及びプロパンガスの需給が安定したこと及び

報告者負担の軽減を図る観点から，昭和６３年以降隔年調査として実施 

【調査の構成】 １－灯油及びプロパンガス消費実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」及びＨＰ（平成１９年

１２月頃） （表章）全国 

【経 費】 ５８，４９３ 

※ 

【調査票名】 １－灯油及びプロパンガス消費実態調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年８月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１３ 調査票承認番号（旧）２５９４７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）灯油又はプロパンガスを消費している世帯 （抽出枠）

平成１６年度灯油及びプロパンガス消費実態調査名簿等 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１０，０００／母５１，１０２，２０５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成１９年３月３１日現在 （系統）経済産業省→民間調査

機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成１９年４月３０日 

【調査事項】 １．世帯の状況，２．家庭用エネルギーの使用状況，３．灯油の実消費実態，４．プロパンガス

の消費実態 
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【調査名】 電力需要調査 

【実施機関】 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課 

【目 的】 電力小売の部分自由化対象である需要家の電気料金等の実態を把握し，自由化の成果を検証する際の

基礎資料を得る。 

【沿 革】 終戦直後の統制経済時から同種の調査が行なわれていた。現行のような様式になったのは昭和４０年

頃である。昭和５２年度までは，「主要物資の生産動向及び自家発電設備の新増設計画調査」と称して

いたが，昭和５３年度の調査から「電力需要調査」と名称を改めた。平成１２年から電力の小売り部分

自由化の実態を把握するため，需要者の購入価格を調査。 

【調査の構成】 １－電力需要調査票，２－電力需要調査補足調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）プレス発表（概ね３月以内） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－電力需要調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１４ 調査票承認番号（旧）２６１３２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）一般電気事業者及び特定規模電気事業者（既に特定規

模電気事業の販売を開始しているもの） （抽出枠）工事計画（変更）届出書（電気事業法第４８

条）等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）資源エネルギー庁→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）調査月の翌日末 

【調査事項】 １．企業の概要（主たる業種，契約電力，受電電圧等），２．期間・購入元別購入価格（電力

量，支払金額） 

※ 

【調査票名】 ２－電力需要調査補足調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２日 
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【調査票承認期間終了日】 平成１９年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１５ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）一般電気事業者及び特定規模電気事業者（既に特定規

模電気事業の販売を開始している者） （抽出枠）工事計画（変更）届出書（電気事業法第４８

条）等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）資源エネルギー庁→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年４月３０日 

【調査事項】 １．企業の概要（主たる業種，契約電力，受電電圧等），２．期間・購入元別購入価格（電力

量，支払金額） 
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【調査名】 経済産業省設備投資調査 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局産業資金課，経済産業省産業技術環境局環境指導室 

【目 的】 企業の最近における設備投資の実績及び計画の実態を具体的に把握することによって，産業政策に係

る企画・立案等の資料として利用するとともに，産業の適正な設備投資計画の遂行及びその所要資金の

円滑な調達を確保するための行政上の資料を得る。 

【沿 革】 本調査は昭和２６年以降毎年２回（「春調査（３月３１日現在で実施する調査）」「秋調査（１０月

１日現在で実施する調査）」）行われていた。昭和４８年以降，「公害防止関係調査」を吸収し，公害

防止設備投資調査票を追加。平成１４年度調査から報告者負担の軽減の観点から，３月３１日現在に実

施する調査のみの実施とし，１０月１日現在で実施する調査は休止している。 

【調査の構成】 １－設備投資調査票（本票），２－設備投資調査票（業種別），３－設備投資調査票（リース

業），４－公害防止設備投資調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）平成１９年６月下旬頃に公表予定，ホームページにも

掲載 （表章）全国 

【経 費】 ３，６９５ 

※ 

【調査票名】 １－設備投資調査票（本票） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１６ 調査票承認番号（旧）２６４５０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）経済産業省所管業種及び医薬品製造業，建設業，不動産

業に係る資本金１億円以上の企業 （抽出枠）経済産業省企業活動基本調査の名簿及び業所管課の

保有する名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，３００／母１２，０９１ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成１９年３月３１日現在 （系統）経済産業省（経済産業政策局，製

造産業局，商務情報政策局，資源エネルギー庁）→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年５月７日 
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【調査事項】 １．フェイス事項（１）会社名，本店所在地，作成者氏名，電話番号等，（２）払込資本金，

（３）従業員数等，２．企業調査事項（１）取得設備投資額，（２）資金調達環境について，３．

業種別調査事項（主業種を記入）（１）取得設備投資額，（２）取得設備投資額の投資目的別構成

比，（３）設備投資の増額に関するアンケート 

※ 

【調査票名】 ２－設備投資調査票（業種別） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１７ 調査票承認番号（旧）２６４５１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）経済産業省所管業種及び医薬品製造業，建設業，不動産

業に係る資本金１億円以上の企業 （抽出枠）経済産業省企業活動基本調査の名簿及び業種管課の

保有する名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９２０／母１２，０９１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成１９年３月３１日現在 （系統）経済産業省（経済産業政策局，製造産

業局，商務情報政策局，資源エネルギー庁）→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年５月７日 

【調査事項】 １．業種名，２．会社名，３．取得設備投資額，４．取得設備投資額の投資目的別構成比，５．

設備投資の増額に関するアンケート 

※ 

【調査票名】 ３－設備投資調査票（リース業） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１８ 調査票承認番号（旧）２６４５２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）リース業のうち，資本金１億円以上の企業 （抽出枠）

経済産業省企業活動基本調査の名簿及び業所管課の保有する名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６０／母１０３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 
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（把握時）平成１９年３月３１日現在 （系統）経済産業省（経済産業政策局，商務情報政策局）

→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年５月７日 

【調査事項】 １．企業名等，２．払込資本金，３．従業員数，４．取得設備投資額，５．機器別設備投資額

（取得ベース），６．業種別契約額，７．企業規模別契約額比率，８．海外での事業活動につい

て，９．今後の設備投資計画の見通しについて，１０．資金調達環境について 

※ 

【調査票名】 ４－公害防止設備投資調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８１９ 調査票承認番号（旧）２６４５３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）経済産業省所管業種に係る資本金１億円以上の企業 

（抽出枠）経済産業省企業活動基本調査の名簿及び業所管課の保有する名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，３５０／母５，０２２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成１９年３月３１日現在 （系統）経済産業省（産業技術環境局，経済産

業政策局，製造産業局，商務情報政策局，資源エネルギー庁）→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年５月７日 

【調査事項】 １．企業名等，２．払込資本金，３．従業者数，４．公害防止施設投資額及び全設備投資額総額

（工事ベース），５．現在設置している特定公害防止施設の価額，６．特定公害防止施設に対する

設置投資額（工事ベース），７．租税特別措置法上特別償却の対象となっている公害防止施設投資

額（工事ベース） 
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【調査名】 石油輸入調査 

【実施機関】 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課 

【目 的】 我が国の原油輸入について，油種，性状，供給源，輸送等の動態を把握し，行政施策並びに国際機関

に対する報告に資する。 

【沿 革】 昭和４８年の世界的な石油危機以来，ＯＥＣＤ，ＩＥＡでは，エネルギー計画及び対策等の必要性か

ら加盟各国に対して石油輸入に関するデータの提供を要求している。当初は，その都度，業界等の協力

等によりスポット的に提供することで足りていたが，その後，恒常的な要求になってきたこともあっ

て，昭和５１年１月以降現行方式によって調査が行われている。 

 なお，昭和５９年からは「原油調査票」，「石油製品・液化石油ガス調査票」の両調査票による把握

となっていたが，平成１２年からは「原油調査票」のみとなっている。 

【調査の構成】 １－原油調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「資源・エネルギー統計月報」（翌々月） 

（表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－原油調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月８日 

【調査票承認期間終了日】 平成２２年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２０ 調査票承認番号（旧）２３６５１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）原油輸入業者 （抽出枠）石油の備蓄の確保等に関する

法律に基づく届出・登録簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記

入）自計 （把握時）毎月末日 （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１５日 

【調査事項】 １．検尺完了日，２．陸揚地，３．検尺数量，４．油種名，５．ＡＰＩ度，６．硫黄分，７．船

積完了日，８．積出港，９．船舶名称，１０．用船区分，１１．送主，１２．原供給者，１３．契

約期間，１４．船積数量，１５．ＦＯＢ，１６．運賃総額，１７．保険料総額，１８．ＣＩＦ総



 - 52 -

額，１９．基準運賃 
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【調査名】 社会保障生計調査 

【実施機関】 厚生労働省社会・援護局保護課 

【目 的】 被保護世帯の生活実態を明らかにすることによって，生活保護基準の改定等生活保護制度の企画運営

のために必要な基礎資料を得るとともに，厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得る。 

【沿 革】 被保護世帯を対象として，昭和２７年以降毎年実施していた「被保護世帯生活実態調査」と被保護世

帯の生活水準との比較検討を行うために，昭和３７年に低所得世帯の生活実態を把握することを目的と

して開始された「社会保障生計調査」（いずれも承認統計調査）が，平成１２年に統合された。なお，

平成１３年２月には，１回限りの調査として「社会生活に関する調査票（家計簿調査世帯用）及び（生

計簿調査世帯用）」が「家計簿」及び「生計簿」に附帯して実施された。 

【調査の構成】 １－社会保障生計調査 家計簿 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「社会保障生計調査結果」（集計終了後） 

（表章）全国 

【経 費】 １４２，４０８ 

※ 

【調査票名】 １－社会保障生計調査 家計簿 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月８日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年４月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２１ 調査票承認番号（旧）２６４１１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）被保護世帯（ただし，生活扶助を受けていない世帯，世

帯分離している世帯，世帯人員が６人以上の世帯，耕地０．１ヘクタール以上を耕作して農業を営

む者のいる世帯，林業，漁業，その他の事業を営む者のいる世帯，保護施設・寮等において賄いを

共通としているなど集団的共同生活を営んでいる世帯，賄い付きの同居人のいる世帯，その他不適

当と認められる世帯を除く。） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，１１０／母１，０００，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）併用 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核

市→福祉事務所→調査員→報告者 
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【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 

【調査事項】 １．世帯の状況（級地，世帯類型，住居の種類，続柄，性別，年齢，就労の状況（業態，主な仕

事の内容と職種，今月の就労日数，就労収入），在学（所）別状況，年金等受給の有無，加算の受

給状況，保護の決定状況（最低生活費，収入認定額，控除額）），２．現金収入及び現金支出（品

目，収入額，勤め先収入，支出額，事由），３．月賦・掛買い又は現物（品目，見積額，入手事

由，使途） 
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【調査名】 宿泊旅行統計調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局観光経済課 

【調査の構成】 １－宿泊旅行統計調査調査票（第１号様式），２－宿泊旅行統計調査調査票（第２号様式） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託） （表章）全国 

【経 費】 ５４，９６２ 

※ 

【調査票名】 １－宿泊旅行統計調査調査票（第１号様式） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年２月２８日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２２ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）旅館，ホテル，簡易宿所（日本標準産業分類によ

る。）を営む事業所のうち，従業者数１０人以上，９９人以下の事業所 （抽出枠）第二次予備調

査で得られた宿泊旅行統計調査母集団名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９，５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）翌四半期の最初の月の１１日まで（土日祝日の場合は，翌平

日） 

【調査事項】 １．宿泊施設のタイプ，２．３月末日現在の客室数及び収容人員，３．３月末日現在の従業者

数，４．宿泊目的別の割合，５．四半期の各月の延べ宿泊者数，外国人延べ宿泊者数，６．四半期

の各月の延べ宿泊者数の居住地別内訳（県内，県外の別），７．四半期の各月の外国人延べ宿泊者

数の国籍別内訳 

※ 

【調査票名】 ２－宿泊旅行統計調査調査票（第２号様式） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年２月２８日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２３ 調査票承認番号（旧） 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）旅館，ホテル，簡易宿所（日本標準産業分類によ

る。）を営む事業所のうち，従業者数１００人以上の事業所 （抽出枠）第二次予備調査で得られ

た宿泊旅行統計調査母集団名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）翌四半期の最初の月の１１日まで（土日祝日の場合は，翌平

日） 

【調査事項】 １．宿泊施設のタイプ，２．３月末日現在の客室数及び収容人員，３．３月末日現在の従業者

数，４．宿泊目的別の割合，５．四半期の各月の延べ宿泊者数，外国人延べ宿泊者数，６．四半期

の各月の外国人延べ宿泊者数の国籍別内訳，７．四半期の各月延べ宿泊者数の居住地別内訳（都道

府県別） 
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【調査名】 法人企業統計調査附帯調査（「固定資産の減損会計」の導入について） 

【実施機関】 財務省財務総合政策研究所調査統計部調査統計課 

【目 的】 平成１７年４月１日以降に開始する事業年度から「減損会計」が導入されたため、保有固定資産にお

ける減損金額がバランスシートに反映されることになる。このことを受けて、減損会計の適用が法人

企業統計調査の調査結果に与えている影響について分析するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－法人企業統計調査附帯調査票（上期）（「固定資産の減損会計」の導入について）（平成１

９年５月），２－法人企業統計調査附帯調査票（下期）（「固定資産の減損会計」の導入につい

て）（平成１９年７月） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「財政金融統計月報」（平成１９年９月末頃）  

（表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－法人企業統計調査附帯調査票（上期）（「固定資産の減損会計」の導入について）（平成１９

年５月） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月１４日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年１０月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２４ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金階層１億円以上１０億円未満の各種法人（確立比

例抽出）資本金階層１０億円以上の各種法人（全数抽出） （抽出枠）年次別法人企業統計調査法

人名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）２，０３２／６６，０００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）財務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年５月３１日 （備考）平成１９年５月末 

【調査事項】 １．「固定資産の減損に係る会計基準」に基づいて、減損処理を行った又は予定であるかどう

か，２．年度別減損損失額 

※ 

【調査票名】 ２－法人企業統計調査附帯調査票（下期）（「固定資産の減損会計」の導入について）（平成１９
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年７月） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月１４日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年１０月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２５ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金階層１億円以上１０億円未満の各種法人（確立比

例抽出）資本金階層１０億円以上の各種法人（全数抽出） （抽出枠）年次別法人企業統計調査法

人名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）１３，４０８／２９，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）財務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年７月１０日 

【調査事項】 １．「固定資産の減損に係る会計基準」に基づいて、減損処理を行った又は予定であるかどう

か，２．年度別減損損失額 
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【調査名】 社会保障実態調査 

【実施機関】 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所 

【目 的】 個人・家族の世代間扶助の実態と社会保障の機能に関する実態状況及び家族による相互扶助と社会保

障の給付と負担との間の関連性に関して３世代間において把握し，今後の社会保障制度構築のための基

礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－社会保障実態調査（世帯票），２－社会保障実態調査（個人票） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計終了後） （表章）全国 

【経 費】 ３７，４３３ 

※ 

【調査票名】 １－社会保障実態調査（世帯票） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月１５日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２６ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）世帯 （抽出枠）平成１９年国民生活基礎調査世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／母４５，０００，０００ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）国立社会保障・人口問題研究所

→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健所→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１９年６月２５日～０７月２５日 

【調査事項】 １．世帯の属性（世帯全体の費用，世帯での貯蓄，生活保護の経験，生活保護を受けた理由，医

療機関での受診），２．世帯員の構成 

※ 

【調査票名】 ２－社会保障実態調査（個人票） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月１５日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２７ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）抽出された世帯に属する２０歳から７０歳の個人 （抽
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出枠）平成１９年国民生活基礎調査世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／母４５，０００，０００ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）国立社会保障・人口問題研究所

→都道府県→（保健所を設置する市・特別区）→保健所→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１９年６月２５日～０７月２５日 

【調査事項】 １．個人の属性（性，年齢，兄弟の有無），２．就業状態，就業希望，３．同居・別居の理由，

過去の同別居，４．結婚の経験，子供の有無，学歴，年間収入，５．両親への支援，子供の費用，

６．生活水準 
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【調査名】 最低賃金に関する実態調査 

【実施機関】 厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課 

【目 的】 中央最低賃金審議会における審議資料とするため，賃金改定の状況を把握すること，及び地方最低賃

金審議会における最低賃金の決定，改正の審議に資するため，低賃金労働者の賃金実態を的確に把握す

ることを目的とする。 

【沿 革】 昭和５６年から平成９年調査まで「最低賃金に関する基礎調査」として毎年実施され，「最低賃金に

関する基礎調査票」のみであったが，平成１０年調査から，中小小規模事業所の労働者の賃金改定状況

をより詳細にとらえるため，「賃金改定状況調査票」を追加し，調査の名称を「最低賃金に関する実態

調査」として実施している。 

【調査の構成】 １－賃金改定状況調査票，２－最低賃金に関する基礎調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）中央最低賃金審議会の資料等として公表。（平成１８

年７月頃） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－賃金改定状況調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２８ 調査票承認番号（旧）２６４８８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）製造業，卸売・小売業，飲食店，宿泊業，医療，福祉

及びサービス業（他に分類されないもの）に属する事業所であって，６月１日現在の常用労働者数

が３０人未満の企業規模に属する民営事業所で，１年以上継続して事業を営んでいるもの。 （抽

出枠）平成１６年事業所・企業統計調査による磁気テープ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／母２，８９０，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１９年６月１日現在 （系統）厚生労働省労働基準局

→都道府県労働局→労働基準監督署→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０６月１日～２０日 

【調査事項】 １．事業所に関する事項（１）主要な生産品の名称又は事業の内容，（２）労働者数（臨時，パ



 - 62 -

ートを含む。），（３）労働組合の有無，（４）月間所定労働日数，（５）１日の所定労働時間

数，（６）前年度の年間所定労働日数，（７）前々年度の年間所定労働日数，（８）賃金改定状

況，２．労働者に関する事項（１）フェイス事項（性，就業形態及び年齢），（２）勤続年数，

（３）職種又は仕事の内容，（４）基本給額（前年６月分及び当年６月分），（５）諸手当（前年

６月分及び当年６月分），（６）精皆勤手当，通勤手当及び家族手当（当年６月分），（７）月間

所定労働日数（前年６月分及び当年６月分），（８）１日の所定労働時間数（前年６月分及び当年

６月分）等 

※ 

【調査票名】 ２－最低賃金に関する基礎調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８２９ 調査票承認番号（旧）２６４８９ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）製造業，情報通信業（新聞業及び出版業に限る），卸

売・小売業，飲食店，宿泊業，医療，福祉及びサービス業（他に分類されないもの）に属する事業

所であって，製造業及び情報通信業（新聞業及び出版業に限る）は１００人未満，卸売・小売業，

飲食店，宿泊業，医療，福祉及びサービス業（他に分類されないもの）は３０人未満の常用労働者

を雇用する民営事業所。 （抽出枠）平成１６年事業所・企業統計調査による磁気テープ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１００，０００／母２，９３０，０００ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１９年６月１日現在 （系統）厚生労働省労働基

準局→都道府県労働局→労働基準監督署→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０６月１日～０７月３１日 

【調査事項】 １．事業所に関する事項（１）主要な生産品の名称又は事業の内容，（２）労働者数（臨時，パ

ートを含む。），（３）労働組合の有無，２．労働者に関する事項（１）フェイス事項（性，就業

形態及び年齢），（２）勤続年数，（３）職種又は主たる仕事の内容，（４）賃金形態，（５）基

本給額，（６）精皆勤手当，通勤手当，家族手当及びその他の手当，（７）月間所定労働日数，

（８）１日の所定労働時間数 
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【調査名】 生コンクリート流通統計調査 

【実施機関】 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課 

【目 的】 我が国の生コンクリートの需要構造，骨材等の消費及び労務状況等の実態を把握し，生コンクリート

工業に関する各種の行政施策を実施するための基礎資料を作成することを目的とする。 

【沿 革】 昭和３６年から開始された「生コンクリート実態調査」（四半期調査）に端を発する調査であり，昭

和４５年，「生コンクリート工業実態調査」，翌昭和４６年，「生コンクリート四半期報」，昭和４８

年，「生コンクリート統計四半期報」と改称され現在に至っている。 

【調査の構成】 １－生コンクリート統計四半期報 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）毎期調査票提出月の翌々々月下旬に刊行物

により公表 （表章）全国 

【経 費】 ５，７９４ 

※ 

【調査票名】 １－生コンクリート統計四半期報 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３０ 調査票承認番号（旧）２３６４２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）生コンクリートを生産する事業所で生コンクリートの

製造設備（プラント，ミキサ）を保有し，製造設備の混錬能力が月産１４，０００立法メートル以

上の事業所 （抽出枠）全国生コンクリート工業組合連合会会員名簿等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，３４７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）四半期末現在 （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）調査四半期翌月の１５日 

【調査事項】 １．生コンクリートの需要先別出荷内訳，２．原材料の消費数量，３．期末の常用従業者数，

４．プラント・ミキサの容量及び基数別設備状況 
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【調査名】 放送番組制作業実態調査 

【実施機関】 総務省情報通信政策局総合政策課情報通信経済室 

【目 的】 今後の通信産業の健全な発展を図るため，放送番組制作業の実態・動向を把握し，今後の通信産業政

策の企画・立案のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－放送番組制作業実態調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１９年５月頃） 

（表章）全国 

【経 費】 １，６１８ 

※ 

【調査票名】 １－放送番組制作業実態調査調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３１ 調査票承認番号（旧）２６２５８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）テレビ番組制作業，ラジオ番組制作業 （抽出枠）番組

制作会社一覧（日本民間放送年鑑） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，２００／母１，２００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）各年度の３月３１日現在 （系統）総務省→民間調査

機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年３月３１日 

【調査事項】 １．事業運営内容，２．財務の状況，３．固定資産取得状況等，４．従業者雇用の状況，５．放

送番組の契約件数等，６．今後の事業展開，７．経営上の問題点等 
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【調査名】 自然再生の推進に関する意識等調査 

【実施機関】 総務省行政評価局国土交通担当評価監視官 

【目 的】 総務省は，自然再生推進法（平成１４年法律第１４８号）に基づく自然再生の推進のための政策につ

いて，総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価を行い，関係行政の今後の

在り方の検討に資するため，平成１８年８月から「自然再生の推進に関する政策評価（総合性確保評

価）」を実施している。本調査は，上記政策評価の一環として，法の制定を契機として，住民，ＮＰＯ

法人，地方公共団体など多様な主体の自然再生に関する意識・行動が，どのように影響を受け，自然再

生の取組が社会にどの程度浸透してきたかを把握し，自然再生の推進政策を評価する上で活用するもの

である。 

【調査の構成】 １－自然再生の推進に関するＮＰＯ法人の意識等調査票，２－自然再生の推進に関する自然再生

協議会事務局の意識等調査票，３－自然再生の推進に関する住民等の意識等調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「自然再生の推進に関する政策評価書（総合性確保評

価）結果報告書」に併せて公表（平成１９年１１月） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－自然再生の推進に関するＮＰＯ法人の意識等調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３２ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）非営利活動法人 （属性）環境保全活動を行っている特定非営利活動法

人 （抽出枠）内閣総理大臣認証及び都道府県知事認証ＮＰＯ法人一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７，７５２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年６月３０日まで 

【調査事項】 １．フェイスシート事項（法人名，設立年月，会員数等），２．自然再生協議会への参加状況，

３．自然再生協議会の合意形成の状況，４．自然再生の対象区域及び自然再生の目標の設定状況，

５．自然再生協議会における役割分担の内容，６．自然再生の実施計画の作成等の状況，７．自然
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再生事業の実施に当たっての連絡調整の状況，８．自然再生に関する相談窓口ネットワークの利用

状況 

※ 

【調査票名】 ２－自然再生の推進に関する自然再生協議会事務局の意識等調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３３ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）非営利活動法人 （属性）環境保全活動を行っている特定非営利活動法

人 （抽出枠）内閣総理大臣認証及び都道府県知事認証ＮＰＯ法人一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７，７５２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年６月３０日まで 

【調査事項】 １．実施している自然再生の態様，２．自然再生協議会の設置要領の作成状況，３．合意形成方

法についての規定状況，４．自然再生の対象区域及び目標の設定状況，５．自然再生協議会参加者

の役割分担の設定状況，６．自然再生事業の実施計画の作成等の状況，７．自然再生協議会の自然

再生への取組の進捗状況 

※ 

【調査票名】 ３－自然再生の推進に関する住民等の意識等調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２３日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３４ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）自然再生協議会に参加する住民等 （抽出枠）総務省行

政評価局が地方調査を実施する中で把握した８５自然再生協議会の名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年６月３０日 
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【調査事項】 １．フェイスシート事項（性別，年齢，従事している産業等），２．自然再生協議会への参加状

況，３．自然再生協議会の参加議会の確保状況，４．自然再生協議会の合意形成の状況，５．自然

再生の対象区域及び目標の設定状況，６．自然再生協議会における役割分担の内容，７．自然再生

の実施計画の作成等の状況，８．自然再生事業の実施に当たっての連絡調整の状況，９．自然再生

に関する相談窓口ネットワークの利用状況 
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【調査名】 建設工事進捗率調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課 

【目 的】 「建設総合統計」（加工統計）における出来高作成のための必要な建設工事月の進捗率を把握する。 

【調査の構成】 １－建設工事進捗率調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）公表しない （表章）全国 

【経 費】 ７，６４９ 

※ 

【調査票名】 １－建設工事進捗率調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２７日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３５ 調査票承認番号（旧）２１２９６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）建設工事受注動態統計調査の対象建設業許可業者 

（抽出枠）建設工事受注動態統計調査名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６４０／母３２，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成１９年４月１０日～０６月３０日 

【調査事項】 １．施工場所等，２．当初の総工事費及び工期，３．最終の総工事費及び工期，４．契約上と実

際の着工年月及び完成年月，５．月別出来高，６．対象工事費の内容 
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【調査名】 建設労働需給調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局建設振興課労働資材対策室 

【目 的】 建設技能労働者の需給状況等を職種別・地域別に毎月調査することにより，公共事業をはじめとする

建設工事に必要な労働力の円滑な確保に資するとともに，適切な建設労働対策を推進するための基礎資

料とする 

【調査の構成】 １－建設労働需給調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）毎月記者発表及びインターネットによる公表 （表

章）全国 

【経 費】 ７，３２１ 

※ 

【調査票名】 １－建設労働需給調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２７日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３６ 調査票承認番号（旧）２５９５９ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）建設業法上の許可を受けた法人企業（資本金２００万円

以上）であって、型わく工，左官，とび工，鉄筋工，電工及び配管工を直接雇用する建設業者 

（抽出枠）建設業許可業者名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，７００／母４１９，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月１０日から２０日までの間で，日曜

日，休日等を除いた作業が通常の形で行われた適当な１日 （系統）郵送：国土交通省→地方整備

局等→調査協力員→報告者 オンライン：国土交通省→報告者（ホームページへのアクセス） 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２５日まで 

【調査事項】 １．手持現場数（公共工事現場数，民間工事現場数），２．手持現場の状況（残業・休日作業を

強化中の現場数，強化理由），３．確保している労働者数（最近１か月以内に新たに使用した人

数，１か月を超えて使用している者），４．確保したかったが出来なかった労働者数，５．確保し

たが過剰となった労働者数，６．労働者確保の見通し（難易及びその理由） 
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【調査名】 主要建設資材需給・価格動向調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局建設振興課労働資材対策室 

【目 的】 建設工事に必要な主要建設資材の需給及び価格等の変動状況を的確かつ早期に把握し，建設資材の需

給並びに価格の安定対策を図る基礎資料を得る。 

【沿 革】 昭和５０年６月以降、毎月実施している。 

【調査の構成】 １－主要建設資材需給・価格動向調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）毎月記者発表及びインターネットによる公表 （表

章）全国 

【経 費】 ４，４１４ 

※ 

【調査票名】 １－主要建設資材需給・価格動向調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２７日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３７ 調査票承認番号（旧）２５９４６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）建設資材の供給業者（生産者，商社，問屋，特約店，販

売店）及び建設資材の需要業者。 （抽出枠）建設資材に関わる組合，協会などの団体名簿及び建

設業許可業者名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，９００／母６１０，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月１日～５日を基準 （系統）郵送：国

土交通省→地方整備局等→報告者 オンライン：国土交通省→報告者（ホームページへのアクセ

ス） 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月１０日まで 

【調査事項】 調査は，１に掲げる建設資材について，２の事項を調査する。１．調査対象建設資材，（１）セ

メント，（２）生コンクリート，（３）骨材（砂，砂利，砕石，再生砕石），（４）アスファルト

合材（新材，再生），（５）鋼材（異形棒鋼，Ｈ形鋼），（６）木材（杉正角・特１等，型枠用合

板），（７）石油（軽油） ２．調査事項（１）当該都道府県内での取引価格（最頻度単価），
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（２）価格動向（現在（前月に比べて），将来（３ヵ月先）），（３）需要動向（現在，将来（３

ヵ月先）），（４）在庫状況（現在（ただし在庫が存在しない一部資材については除く。）） 
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【調査名】 独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 

【実施機関】 総務省行政管理局行政情報システム企画課 

【目 的】 「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５９号）の施行状況

を的確に把握し，法の適正運用等の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計終了後） （表章）全国 

【経 費】 ９９８ 

※ 

【調査票名】 １－独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２８日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３８ 調査票承認番号（旧）２６４５６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）調査対象期間中に「独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５９号）第２条第１項に規定する独立行政法人等で

あったもの（当該法人が消滅している場合は，当該法人の権利義務を承継したものを含む） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２１７ （配布）オンライン （取集）オンライン （記入）自計 

（把握時）平成１９年３月３１日現在 （系統）総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）５月３１日 

【調査事項】 １．監査・点検及び教育研修の状況，２．個人情報ファイルの状況，３．個人情報ファイルの記

録情報に係る業務委託等の状況，４．個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための

利用・提供の状況，５．開示請求の状況，６．訂正請求の状況，７．利用停止請求の状況，８．訴

訟の状況 
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【調査名】 家庭電気製品の量販店販売統計調査 

【実施機関】 経済産業省商務情報政策局情報通信機器課 

【目 的】 我が国の家電量販店の流通を調査することにより，家電業界の状況を把握し，当省として家電業界の

不況対策，家電流通の適正化等家電業界の発展に資するための政策に当該統計を活用することを目的と

する。 

【調査の構成】 １－家庭電気製品の量販店販売月報 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－家庭電気製品の量販店販売月報 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２８日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年４月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８３９ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）家電販売店・チェーンストア・ホームセンター・通信販

売で，家電製品の売上げが１０億円以上の企業 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１６０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１５日 
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【調査名】 農業協同組合及び同連合会一斉調査 

【実施機関】 農林水産省経営局協同組織課 

【目 的】 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に基づき設立された農業協同組合，農業協同組合連合

会及び農事組合法人の組織，事業，財務等の実態を把握し，農協等の健全な運営を図るための指導等に

必要な基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は、農林水産省が農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に基づき設立された農業協同

組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人を調査対象として、昭和２４年以降毎年実施されている。

本調査は、組織別区分等による８種類の調査票で構成されている。なお、本調査は、平成１６年度調査

において従来８種類の調査票（１．農業協同組合一斉調査票（総合農協），２．農業協同組合一斉調査

票（専門農協），３．農業協同組合連合会一斉調査票（信連），４．農業協同組合連合会一斉調査票

（経済連），５．農業協同組合連合会一斉調査票（厚生連），６．農業協同組合連合会一斉調査票（開

拓等の連合会），７．農事組合法人一斉調査票，８．農業協同組合経営分析調査票）で実施されていた

ものを集計作業の簡素化及び調査客体の負担軽減を図る観点から調査票の統合を行うとともに農業協同

組合経営分析調査票を廃止した。また，平成１９年度調査から，農事組合法人一斉調査を廃止した。 

【調査の構成】 １－農業協同組合一斉調査票（総合農協），２－農業協同組合一斉調査票（専門農協），３－農

業協同組合連合会（都道府県区域）一斉調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（調査翌年３月） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－農業協同組合一斉調査票（総合農協） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８４０ 調査票承認番号（旧）２６４４１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農業協同組合 （属性）農業協同組合（総合農協） （抽出枠）農業協

同組合名簿（総合農協） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９０１ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）前年４月１日から当年３月３１日までに終了した事業年度 （系統）農



 - 75 -

林水産省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月３１日 

【調査事項】 １．組合の名称等，２．地帯分類，３．組合員数及び複数組合員制，４．役員数及び役員選出方

式，５．職員，６．組合員の資格，７．組合員組織，８．労働時間・給与・定年制，９．実施事業

等，１０．専属利用契約，１１．共同利用施設の状況，１２．団体協約等の締結の状況，１３．貸

借対照表，１４．損益計算書，１５．剰余金処分，１６．勘定科目の内訳，１７．部門別損益，１

８．信用事業，１９．農業倉庫等の規模，２０．系統外出費の状況，２１．購買事業・販売事業

等，２２．補助金等 

※ 

【調査票名】 ２－農業協同組合一斉調査票（専門農協） 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２９日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８４１ 調査票承認番号（旧）２６４４２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農業協同組合 （属性）農業協同組合（専門農協） （抽出枠）農業協

同組合名簿（専門農協） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７９６／母２，４４５ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）前年４月１日から当年３月３１日までに終了した事業

年度 （系統）農林水産省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月３１日 

【調査事項】 １．組合の名称等，２．組合員数，３．役員数，４．職員数，５．職員の給与状況，６．株式会

社の株式取得及び有限会社への出資等，７．財務状況，８．損益状況，９．剰余金処分又は損失金

処理計算書，１０．貸付金，１１．補助金，１２．諸税，１３．購買事業・販売事業等，１４．共

同利用施設所有状況等 

※ 

【調査票名】 ３－農業協同組合連合会（都道府県区域）一斉調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月２９日 
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【調査票承認期間終了日】 平成１９年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８４２ 調査票承認番号（旧）２６４４３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農業協同組合連合会 （属性）農業協同組合連合会（信連４２），（経

済連９），（厚生連３１），その他３１（事業休止等を除く））全国区域，２県以上全国区域未満

及び県区域未満の連合会を除く。 （抽出枠）農業協同組合連合会名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１３ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）前年４月１日から当年３月３１日までに終了した事業年度 （系統）農

林水産省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月３１日 

【調査事項】 １．組合の名称等，２．組合員数，３．役員数，４．職員数，５．職員の給与状況，６．株式会

社の株式取得及び有限会社への出資等，７．財務状況，８．損益状況，９．剰余金処分又は損失金

処理計算書，１０．貸付金，１１．補助金，１２．諸税，１３．購買事業・販売事業等，１４．共

同利用施設所有状況等 
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【調査名】 海外事業活動基本調査 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室 

【目 的】 我が国企業の海外事業活動の現状と海外事業活動が現地及び日本に与える影響を把握することによ

り，今後の産業政策及び通商政策の運営に資するための資料を得る。 

【沿 革】 我が国企業の海外活動の現状と海外事業活動が現地及び我が国に与える影響については，これまで，

１．昭和４６年度に開始された「海外事業活動動向調査」（以下「動向調査」という。）（３年に２

回），２．海外事業活動の進展により詳細な活動実態の把握が求められるようになったことを踏まえて

昭和５６年度に開始された動向調査の詳細調査である「海外事業活動基本調査」（以下「基本調査」と

いう。）（３年周期）のローテーションにより把握されてきた。 

 統計調査の名称については，これまで動向調査と基本調査に区分していたが，平成１０年調査から

「海外事業活動基本調査」として調査名を一本化している。 

【調査の構成】 １－本社企業調査票，２－現地法人調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「海外事業活動基本調査概要（速報）」

（毎年３月） 「我が国企業の海外事業活動（確報）」（毎年９月） （表章）全国 

【経 費】 ２７，１７６ 

※ 

【調査票名】 １－本社企業調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月３０日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８４３ 調査票承認番号（旧）２６５０５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）海外に現地法人を有する我が国企業のうち，金融・保険

及び不動産を除く企業 （抽出枠）海外事業活動基本調査名簿等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年３月３１日現在 （系統）経済産業省→民間調査団体→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年８月３１日 

【調査事項】 １．企業の概要，２．企業の操業状況等，３．雇用の状況，４．売上の状況，５．新規投資また
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は追加投資の有無，６．投資決定のポイントについて，７．今後の海外戦略について 

※ 

【調査票名】 ２－現地法人調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成１９年３月３０日 

【調査票承認期間終了日】 平成１９年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２６８４４ 調査票承認番号（旧）２６５０６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）海外に現地法人を有する我が国企業のうち，金融・保険

及び不動産を除く企業 （抽出枠）海外事業活動基本調査名簿等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年３月３１日現在 （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年８月３１日 

【調査事項】 １．現地法人の概要，２．出資状況，３．操業状況，４．解散，撤退・移転，出資比率の低下の

状況，５．雇用の状況，６．事業活動の状況，７．費用・収益・利益処分，研究開発の状況，８．

設備投資の状況 
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４ 届 出 統 計 調 査 の 受 理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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（１） 新規 

【調査名】 県民の福祉に関する満足度意識調査 

【実施機関】 新潟県福祉保健部福祉保健課 

【目 的】 新潟県健康福祉ビジョンの成果指標である県民の福祉満足度を把握するとともに，新潟県の福祉施策

に対する県民の意識を把握する基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－県民の福祉に関する満足度意識調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（平成１９年３月末） （表章）

都道府県 

【経 費】 ２，０００ 

※ 

【調査票名】 １－県民の福祉に関する満足度意識調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０７０１５ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の男女 （抽出枠）選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／母１，９６３，３７４ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）新潟県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年３月３日～０３月１６日 

【調査事項】 １．フェイス事項，（１）性別，（２）年齢，（３）住所（市町村），（４）職業，（５）世帯

構成，２．保健・医療・福祉に関する満足度，３．利用した福祉サービスの満足度，（１）福祉サ

ービス利用の有無，（２）利用した福祉サービスの種類，（３）福祉サービス満足度，４．福祉関

係のボランティア活動への参加状況，（１）福祉関係のボランティア活動への参加有無，（２）ボ

ランティア活動への参加環境，５．県の福祉全般に関する満足度，６．子育て支援への満足度 
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【調査名】 自然再生の推進に関する意識等調査 

【実施機関】 総務省行政評価局国土交通担当評価監視官 

【目 的】 総務省は，自然再生推進法（平成１４年法律第１４８号）に基づく自然再生の推進のための政策につ

いて，総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価を行い，関係行政の今後の

在り方の検討を資するため，平成１８年８月から「自然再生の推進に関する政策評価（総合性確保評

価）」を実施している。本調査は，上記政策評価の一環として，法の制定を契機として，住民，ＮＰＯ

法人，地方公共団体など多様な主体の自然再生に関する意識・行動が，どのように影響を受け，自然再

生の取組が社会にどの程度浸透してきたかを把握し，自然再生の推進政策を評価する上で活用するもの

である。 

【調査の構成】 １－自然再生の推進に関する都道府県の意識等調査票，２－自然再生の推進に関する市町村の意

識等調査票，３－自然再生の推進に関する自然再生協議会事務局の意識等調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「自然再生の推進に関する政策評価結果報告書」と併

せて公表（平成１９年１１月） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－自然再生の推進に関する都道府県の意識等調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０７０１６ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年４月１３日まで 

【調査事項】 １．フェイスシート事項（都道府県名，人口，総面積，森林面積等），２．城内にある自然再生

協議会の状況，（１）自然再生協議会への参加状況，（２）自然再生協議会の合意形成の状況，

（３）自然再生の対象区域及び目標の設定状況，（４）自然再生協議会における役割分担の内容，

（５）自然再生の実施計画の作成等の状況，（６）自然再生事業の実施に当たっての連絡調整の状

況，（７）自然再生協議会発足の今後の見込み等，３．自然再生推進法への対応，４．自然再生に
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関する都道府県独自の取組状況 

※ 

【調査票名】 ２－自然再生の推進に関する市町村の意識等調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０７０１６ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）市町村 （抽出枠）都道府県ホームページに掲

載されている市町村一覧等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８３４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年４月１３日まで 

【調査事項】 １．フェイスシート事項（市町村名，人口，総面積，森林面積等），２．城内にある自然再生協

議会の状況，（１）自然再生協議会への参加状況，（２）自然再生協議会の合意形成の状況，

（３）自然再生の対象区域及び目標の設定状況，（４）自然再生協議会における役割分担の内容，

（５）自然再生の実施計画の作成等の状況，（６）自然再生事業の実施に当たっての連絡調整の状

況，（７）自然再生協議会発足の今後の見込み等，３．自然再生推進法への対応，４．自然再生に

関する市町村独自の取組状況 

※ 

【調査票名】 ３－自然再生の推進に関する自然再生協議会事務局の意識等調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０７０１６ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県及び市町村のうち，自然再生協議会の

事務局を担当しているところを対象とする 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成１９年４月１３日まで 

【調査事項】 １．実施している自然再生の態様，２．自然再生協議会の設置要領の作成状況，３．合意形成方
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法についての規定状況，４．自然再生の対象区域及び目標の設定状況，５．自然再生協議会参加者

の役割分担の設定状況，６．自然再生事業の実施計画の作成等の状況，７．自然再生協議会の自然

再生への取組の進捗状況 
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【調査名】 食に関する意識調査 

【実施機関】 神奈川県環境農政総務課 

【目 的】 食や食育に関する県民の意識等についての実態調査を行い，県食育推進計画の策定及び神奈川県の食

育推進施策の推進にあたっての基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－食に関する意識調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「速報」（平成１９年６月）「調査結果報告書」（平

成１９年８月） （表章）都道府県 

【経 費】 ２，０００ 

※ 

【調査票名】 １－食に関する意識調査調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０７０１７ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）神奈川県内在住の２０歳以上の男女 （抽出

枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／母７，１２３，９７４ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）神奈川県→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年４月１９日～０５月１日 

【調査事項】 １．フェイス事項（性別，年齢，住所，職業，家族構成），２．食育について（食育の認知度，

食育を知った場所，食育への関心，食育に関心のある理由，食育に関心がない理由，食育に関する

行動活動，活動をしていない理由，食育に係るイベント参加希望，参加の条件），３．食事バラン

スガイドについて（食事バランスガイドの認知度，知った場所，参考の有無），４．食事のとりか

たについて（朝食をとる頻度，朝食をとらない理由，朝食を家族ととるか，夕食を家族ととるか，

子供が朝食をとる頻度，子供が家族と朝食をとるか，子供が朝食をとらない理由，子供が家族と夕

食をとるか），５．学校の授業等における食の知識について（子供が学校の授業で受けた食の知

識，学校で受けた食の知識），６．食品の安全性について（食の安全性に関する知識について，行

政に提供してもらいたい情報），７．メタボリックシンドロームについて（認知度，知った場所，
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関心の有無），８．農林水産業の体験について（農林水産業体験への関心，農林水産業体験の有

無，体験した場所，体験してみたいか，体験してみたい理由） 
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（２） 変更 

【調査名】 人口移動統計調査 

【実施機関】 広島県地域振興部地域振興対策局統計調査室 

【目 的】 広島県の人口の移動状況を把握し，各種行政施策の基礎資料とするとともに，市町人口の推計の基礎

資料を得ることを目的として，昭和４０年以降毎月実施している。 

【調査の構成】 １－人口移動統計調査甲調査票，２－人口移動統計調査乙調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「人口移動統計調査移動理由等別集計」（３，６，

９，１２月） （表章）都道府県 

【経 費】 ３，８２２ 

※ 

【調査票名】 １－人口移動統計調査甲調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７００９ 受理番号（旧）２０６０９９ 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）個人 （属性）県内の一の市町（広島市にあっては区）の区域内

から当該市町の区域外に住所を移す者及び県内以外の区域から県内の市町の区域内に住所を移す者

で，住民基本台帳法に基づき住民票に記載され，または，住民票を消除された者。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１２９，６５７ （配布）市区町職員 （取集）市区町職員 （記

入）自計 （把握時）毎月１日から末日まで （系統）広島県→市町→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）１５日まで 

【調査事項】 １．男女別人口，２．世帯数，３．転出入者数，４．出生者数，５．死亡者数 

※ 

【調査票名】 ２－人口移動統計調査乙調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７００９ 受理番号（旧）２０６０９９ 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）個人 （属性）県内の一の市町（広島市にあっては区）の区域内

から当該市町の区域外に住所を移す者及び県内以外の区域から県内の市町の区域内に住所を移す者
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で，住民基本台帳法に基づき住民票に記載され，または，住民票を消除された者。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１２９，６５７ （配布）市区町職員 （取集）市区町職員 （記

入）自計 （把握時）毎月１日から末日まで （系統）広島県→市町→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）１５日まで 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月，３．転出先又は転入前の住所，３．転出入の理由，４．転出入者の１

５歳時の住所地，５．転出入者の居住の見込み 
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【調査名】 卒業後の状況調査付帯調査 

【実施機関】 鹿児島県企画部統計課 

【目 的】 高等学校生徒の卒業後の状況を把握するため，卒業者の進学及び就職状況を明らかにする。 

【調査の構成】 １－高等学校調査票（Ａ票），２－高等学校調査票（Ｂ票） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「学校基本調査報告書」（毎年１月頃） （表章）都

道府県 

【経 費】 ４９０ 

※ 

【調査票名】 １－高等学校調査票（Ａ票） 

【受理年月日】 平成１９年３月２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１０ 受理番号（旧）２０４０１６ 

【調査対象】 （地域）鹿児島県全域 （単位）学校 （属性）鹿児島県内全ての高等学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０８ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）５月１日現在 （系統）鹿児島県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月１日 

【調査事項】 １．学校の所在地，２．学校名，３．学校種別，４．設置者別，５．本校分校別，６．学科別，

７．課程別，８．進路別卒業者数，９．専修学校等進学者及び入学者の内訳，１０．一時的な仕事

についた者及び無業者の将来の進路希望，１１．理由別県外就職者数，１２．本年３月本科卒業者

のうち進学者及び入学志願者数，１３．前年３月以前卒業者のうち本年度大学学部，短期大学本科

への進学者及び入学志願者数，１４．ルート別就職者数，１５．自家業就職者の内訳 

※ 

【調査票名】 ２－高等学校調査票（Ｂ票） 

【受理年月日】 平成１９年３月２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１０ 受理番号（旧）２０４０１６ 

【調査対象】 （地域）鹿児島県全域 （単位）学校 （属性）鹿児島県内全ての高等学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０８ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 
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（記入）自計 （把握時）５月１日現在 （系統）鹿児島県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月１日 

【調査事項】 １．学校名，２．学校種別，３．設置者別，４．本校分校別，５．学科別，６．課程別，７．男

女別，８．産業分類別・都道府県別就職者数等 
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【調査名】 鶏卵生産量等調査 

【実施機関】 新潟県農林水産部畜産課 

【目 的】 鶏卵の生産出荷動向を把握し，生産出荷及び価格の安定の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－鶏卵生産量等調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）公表しない （表章）都道府県 

【経 費】 ６ 

※ 

【調査票名】 １－鶏卵生産量等調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１１ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）事業所 （属性）採卵用成鶏めす１０，０００羽以上飼養者 

（抽出枠）家畜頭羽数調査採卵鶏飼養者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３１／母３９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）６月１日現在及び１２月１日現在 （系統）新潟県→報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）月末まで 

【調査事項】 １．採卵用成鶏めす（１５０日齢以上）の羽数及び飼養動向，２．鶏卵生産量状況，３．飼料購

入量，４．飼養羽数の増減計画，５．その他協議会の運営及び鶏卵生産動向の把握に必要な事項 
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【調査名】 学校における教育の情報化等の実態に関する調査 

【実施機関】 文部科学省初等中等教育局参事官 

【目 的】 全国の公立学校における教育の情報化等の実態の状況を把握し，今後の教育行政における基礎資料を

得ることにより，情報教育環境の整備充実の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－学校における教育の情報化等の実態に関する調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（毎年７月頃）及びホームページ

にて公表 （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－学校における教育の情報化等の実態に関する調査調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１２ 受理番号（旧）２０６０３０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）公立の小学校，中学校，高等学校，盲・聾・養護学校及

び中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３７，９００ （配布）オンライン （取集）オンライン （記入）

自計 （把握時）３月１日現在 （系統）文部科学省→都道府県・政令指定都市教育委員会→報告

者（都道府県・政令指定都市立学校），文部科学省→都道府県・政令指定都市教育委員会→市町村

立教育委員会→報告者（市町村立学校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）４月９日 

【調査事項】 １．インターネットへの接続状況等，（１）接続回線種別，（２）接続回線速度，（３）接続先

（プロバイダ），（４）情報セキュリティポリシーの策定・運用の状況，（５）ホームページ（Ｗ

ＥＢページ）等の開設状況，（６）有害情報への対応方法，（７）電子メールアドレスの付与状

況，２．コンピュータ等の整備の実態，（１）周辺機器台数，（２）障害のある児童・生徒に配慮

した入力・表示のための補助装置，（３）コンピュターの利用形態別台数，（４）設置方法別台

数，（５）ＯＳ別台数，（６）サーバの設置状況，（７）設置場所別台数及びネットワーク対応状

況等，３．教員のＩＣＴ活用指導力等の実態，（１）教員の数，（２）教員のＩＣＴ活用指導力の

状況，（３）外部ＩＣＴ専門家の活用状況，（４）個人所有のコンピュータについて 
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【調査名】 住民基本台帳人口移動報告 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部国勢統計課 

【目 的】 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づいて市町村長（特別区の区長を含む。以下

同じ。）が作成する住民基本台帳により人口の移動状況を明らかにするための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－住民基本台帳人口移動報告報告表 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計終了後）及びホームページ

で公表 （表章）全国 

【経 費】 ４，３１２ 

※ 

【調査票名】 １－住民基本台帳人口移動報告報告表 

【受理年月日】 平成１９年３月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１３ 受理番号（旧）２０６０１２ 

【調査対象】 （地域）各都道府県（４７）並びに住基ネットシステムでの報告により難い市区町村（３） 

（単位）地方公共団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５０ （配布）オンライン （取集）オンライン・その他 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）総務省→報告者（都道府県知事（地方自治情報センタ

ー）），総務省→都道府県知事→報告者（市町村長） 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月，当該月の翌月上旬まで 

【調査事項】 従前の住所地別転入者数（男女別，総数） 
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【調査名】 行政機関個人情報保護法施行状況調査 

【実施機関】 総務省行政管理局行政情報システム企画課 

【目 的】 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５８号）の施行状況を的確

に把握し，法の適正運用等の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－行政機関個人情報保護法施行状況調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（集計終了後） （表章）全国 

【経 費】 ９９８ 

※ 

【調査票名】 １－行政機関個人情報保護法施行状況調査調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１４ 受理番号（旧）２０６０２８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）調査対象期間中に行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律第２条第１項に規定する行政機関であったもの（当該行政機関が組織の改廃によ

り，消滅している場合は，当該行政機関の権利義務を承継したものを含む） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５１ （配布）オンライン （取集）オンライン （記入）自計 

（把握時）平成１９年３月３１日現在 （系統）総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）５月３１日 

【調査事項】 １．監査・点検及び教育研修の状況，２．個人情報ファイルの状況，３．個人情報ファイルの記

録情報に係る業務委託等の状況，４．個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための

利用・提供の状況，５．開示・訂正・利用停止請求の受付・処理状況，６．処分の状況，７．不開

示決定・不訂正決定・不利用停止決定の状況，８．不服申立てとその処理の状況，９．法に関する

訴訟の状況，１０．個人情報の漏えい等事案の状況 
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【調査名】 職種別民間給与実態調査 

【実施機関】 人事院給与局給与第一課 

【目 的】 国家公務員法及び地方公務員法に規定する趣旨に基づいて，国家公務員及び地方公務員の給与と民間

従業員の給与とを調査し、比較検討するための基礎資料を得る。 

【沿 革】 昭和２３年７月に第１回が行われ，毎年１回（昭和２５年のみは２回）実施されている。なお，昭和

３９年までは事業所規模５０人以上を調査対象としていたが，経済成長による民間企業の規模構成の変

化等に応じ，昭和４０年以降は，事業所規模５０人以上，かつ，企業規模１００人以上を対象に調査し

ている。 

【調査の構成】 １－事業所票（１），２－事業所票（２） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（統計センター委託・機械集計） （公表）「人事院月報」（平成１７年勧告

日以降） （表章）全国 

【経 費】 ３４，２６３ 

※ 

【調査票名】 １－事業所票（１） 

【受理年月日】 平成１９年３月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１５ 受理番号（旧）２０６０３２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）平成１９年４月分の最終給与締切日現在において，企

業規模５０人以上で事業所規模５０人以上の事業所（日本標準産業分類で農業，林業，飲食店，宿

泊業及び複合サービス事業を除く１３大産業）。 （抽出枠）独自に作成している母集団名簿（把

握している企業については，毎年従業員数等の確認を行い，また，毎年国税庁より提供を受けてい

る源泉徴収義務者一覧表に基づき新規事業所を把握するとともに，最新の事業所・企業統計調査に

より照合する。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，２００／母５４，０００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）他計 （把握時）平成１９年４月分最終給与締切日現在 （系統）人事院→人事院

地方事務局（所）及び各都道府県市特別区人事委員会→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）６月以降に支払われる夏季賞与及び臨時給与については，平成１９
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年７月３１日まで 

【調査事項】 １．事業所名，２．賞与及び臨時給与の支払状況（平成１８年８月～平成１９年７月），３．き

まって支給する給与の支払状況（平成１８年８月～平成１９年７月） 

※ 

【調査票名】 ２－事業所票（２） 

【受理年月日】 平成１９年３月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１５ 受理番号（旧）２０６０３２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）平成１９年４月分の最終給与締切日現在において，企

業規模５０人以上で事業所規模５０人以上の事業所（日本標準産業分類で農業，林業，飲食店，宿

泊業及び複合サービス事業を除く１３大産業）。 （抽出枠）独自に作成している母集団名簿（把

握している企業については，毎年従業員数等の確認を行い，また，毎年国税庁より提供を受けてい

る源泉徴収義務者一覧表に基づき新規事業所を把握するとともに，最新の事業所・企業統計調査に

より照合する。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，２００／母５４，０００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）他計 （把握時）平成１９年４月分最終給与締切日現在 （系統）人事院→人事院

地方事務局（所）及び各都道府県市特別区人事委員会→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年５月１日～０６月１５日 

【調査事項】 １．事業所名，２．本年の給与改定の状況（事務・技術関係職種），３．平成１８年冬季賞与の

支給状況（事務・技術関係職種），４．家族手当の支給状況，５住宅手当の支給状況等，６．通勤

手当に支給状況，７．単身赴任者に対する手当の支給状況，８．人事制度（施策）の状況（事務・

技術関係職種），９．雇用調整の状況，１０．労働時間の状況等 
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【調査名】 農林水産関係試験研究機関基礎調査 

【実施機関】 農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課 

【目 的】 農林水産分野の都道府県試験研究機関及び地方独立行政法人，財団法人における人員，資金，用地の

実態及び試験研究課題等を調査し，農林水産関係試験研究の効率的推進を図るために必要な基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－農林水産関係試験研究機関基礎調査調査票（都道府県） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（毎年３月）及びホームページに

て公表 （表章）全国，都道府県 

※ 

【調査票名】 １－農林水産関係試験研究機関基礎調査調査票（都道府県） 

【受理年月日】 平成１９年３月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１６ 受理番号（旧）１０３０４１ 

【調査対象】 （地域）全都道府県 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県農林水産関係試験研究機関，地

方独立行政法人，財団法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３２２ （配布）オンライン （取集）オンライン （記入）自計 

（把握時）毎年３月３１日現在 （系統）農林水産省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月３１日 

【調査事項】 １．人員調査，（１）人員の職種別人数，（２）ポストドクター担当数，（３）臨時職員等の職

種別従事者数，（４）研究職員の内訳，２．資金調査，（１）総収入額の財源別内訳，（２）競争

的研究資金の府省別獲得金額，（３）総支出額の支出項目別金額，３．用地調査，（１）圃場等面

積，４．課題等調査，（１）試験研究課題調査，（２）試験研究業績調査 
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【調査名】 「医療費の動向」調査 

【実施機関】 厚生労働省保険局調査課 

【目 的】 医療費の動向を迅速かつ精緻に把握し，その分析結果により政策決定の際の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－最近の医療費の動向（ＭＥＤＩＡＳ），２－医療機関医療費の最近の動向（医療機関メディ

アス），３－レセ電算調剤レセプトによる調剤医療費の最近の動向（調剤メディアス） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）診療月の３か月後 （表章）全国 

【経 費】 ４５，５５９ 

※ 

【調査票名】 １－最近の医療費の動向（ＭＥＤＩＡＳ） 

【受理年月日】 平成１９年３月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１７ 受理番号（旧）１０６０２３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）審査支払機関 （属性）審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び

国民健康保険中央会（国民健康保険団体連合会）） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２ （配布）しない （取集）しない （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）診療（調剤）月の翌々月末 

【調査事項】 １．診療年月，２．管掌，３．基金，４．確定件数（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，

施設療養，訪問看護療養費），５．確定回数（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療

養，訪問看護療養費），６．確定日数（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療養，訪問

看護療養費），７．確定点数（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療養，訪問看護療養

費），８．確定金額（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療養，訪問看護療養費），

９．請求点数（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療養，訪問看護療養費） 

※ 

【調査票名】 ２－医療機関医療費の最近の動向（医療機関メディアス） 

【受理年月日】 平成１９年３月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１７ 受理番号（旧）１０６０２３ 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）審査支払機関 （属性）審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び

国民健康保険中央会（国民健康保険団体連合会）） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２ （配布）しない （取集）しない （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）診療（調剤）月の翌々月末 

【調査事項】 １．確定件数（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療養・訪問看護療養費），２．確

定回数（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療養・訪問看護療養費），３．確定点数

（医科，歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療養・訪問看護療養費），４．確定金額（医科，

歯科，調剤，食事療養・生活療養，施設療養・訪問看護療養費），５．請求点数（医科，歯科，調

剤，食事療養・生活療養，施設療養・訪問看護療養費） 

※ 

【調査票名】 ３－レセ電算調剤レセプトによる調剤医療費の最近の動向（調剤メディアス） 

【受理年月日】 平成１９年３月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１７ 受理番号（旧）１０６０２３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）審査支払機関 （属性）審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び

国民健康保険中央会（国民健康保険団体連合会）） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２ （配布）しない （取集）しない （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）診療（調剤）月の翌々月末 

【調査事項】 １．審査機関情報，２．薬局情報，３．レセプト情報（患者情報），４．レセプト情報（処方・

調剤等情報），５．レセプト情報（医薬品情報），６．レセプト情報（特定機材情報），７．レセ

プト情報（コンメント情報），８．レセプト情報（基本料・指導管理料情報） 
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【調査名】 賃金実態調査 

【実施機関】 富士市商工農林部商工労政課 

【目 的】 賃金及び労働時間の実態を明らかにすることにより市内事業所の労務改善に役立たせるとともに，労

働行政推進の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－賃金実態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）調査結果報告書（平成１９年１２月） 

（表章）都道府県 

【経 費】 ４２０ 

※ 

【調査票名】 １－賃金実態調査票 

【受理年月日】 平成１９年３月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０７０１８ 受理番号（旧）２０６０４２ 

【調査対象】 （地域）富士市全域 （単位）企業 （属性）市内に事業所のある常用従業員３０人以上のすべ

ての企業  （抽出枠）市民税法人リスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５３０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平

成１９年６月３０日現在 （系統）富士市→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成１９年７月２０日 

【調査事項】 １．貴社の現況，２．労働時間，３．労働時間制度，４．週休制，５．年次休暇の有無，６．そ

の他の休暇の有無，７．賃金その他，８．モデム賃金，９．新卒者採用状況と初任給，１０．諸手

当（役職手当，通勤手当，住宅手当，家族手当）１１．賞与支給状況，１２．定年制，１３．高年

齢者雇用安定法改正に対する今後の方針，１４．退職金制度，１５．各休業制度等の利用状況，１

６．男女雇用機会均等法に関する事項，１７．次世代育成支援対策推進法，１８．雇用状況，１

９．パートタイマー 
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（３） 中止 

【調査名】 労働状況調査 

【実施機関】 福井県総務部政策統計室 

【目 的】 福井県における就業・不就業の状態を明らかにし，県の経済政策や雇用対策などのための基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－労働状況調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（四半期，年，年度毎に集計完了

次第） （表章）都道府県 

【経 費】 ３１，０００ 

【備 考】 （中止の理由）福井県労働状況調査は福井県の完全失業率を求めるため，平成１６年８月から実施し

ているが，当調査の第一の目的であった完全失業率について，統計局が平成１８年から四半期ごとに都

道府県別の完全失業率をモデル推計値として公表するようになったため。 

※ 

【調査票名】 １－労働状況調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月４日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００１ 受理番号（旧）１０４３９４ 

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）世帯 （属性）全世帯（１５歳以上の者） （抽出枠）平成１２

年国勢調査標本基礎資料，現地調査により作成する世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／母６９０，０００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）自計 （把握時）毎月末日現在（ただし，１１月，１２月，３月は２６日現在） 

（系統）福井県→民間調査機関→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月５日頃（１１月，１２月，３月は月末） 

【調査事項】 １．フェイス事項，２．調査期日を最終日とする７日間における就業状態及び就業時間（仕事を

していた人），３．従業上の地位（仕事をしていた人，仕事を休んでいた人），４．勤め先・業主

などの産業分類（仕事をしていた人，仕事を休んでいた人），５．勤め先での呼称（従業上の地位

で雇用されている人），６．探している仕事の形態（仕事を探していた人。但し，家事・通学・そ
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の他除く），７．仕事を探し始めた理由（仕事を探していた人のうち，パート・アルバイトを選択

した人），８．パート・アルバイトの就業形態を選んだ理由（パート・アルバイトとして働いてい

る人または探している人），９．今後も現在の仕事を続けていくのか（パート・アルバイトとして

働いている人），１０．希望する仕事につくためにどのような支援が必要か（パート・アルバイト

の就業形態の人のうち就業支援の対象者） 



 - 103 -

【調査名】 生産動態統計調査 

【実施機関】 埼玉県総務部統計課 

【目 的】 銑鉄鋳物事業所の生産動向と実態を明らかにし，地場産業育成のための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－生産動態統計調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「埼玉県銑鉄鋳物工業生産の動き」（調査月の翌々

月） （表章）都道府県 

【経 費】 ７９ 

【備 考】 （中止の理由）調査対象事業所が大幅に減少し，今後も減少が続くことが予想されるため，調査を続

行して行う必要性がなくなったため。 

※ 

【調査票名】 １－生産動態統計調査票 

【受理年月日】 平成１０年４月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００２ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）事業所 （属性）銑鉄鋳物製品を生産する事業所で工場全体の常

用従業者数５人から１９人までの事業所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎月

末日現在 （系統）埼玉県→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月５日 

【調査事項】 １．製品の重量及び金額，２．原材料の当該品目群月間消費及び事業所月末在庫，３．労務（月

末常用従業者数，月間実働延人員，現金給与総額） 
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【調査名】 学校給食実施状況調査 

【実施機関】 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

【目 的】 学校給食における充実に資するため、わが国における学校給食の実施状況や学校給食関係職員（学校

栄養職員及び学校給食調理員）の配置状況等を明らかにし、今後の学校給食及び食に関する教育の充実

のための施策の企画・立案に必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－学校給食実施状況調査票，２－へき地学校給食実施状況調査票，３－学校給食共同調理場調

査票，４－学校給食業務外部委託状況調査票，５－学校栄養職員配置状況調査票，６－学校給食調

理員配置状況等調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果報告（ホームページ）」（翌年３月末） 

（表章）全国 

【備 考】 〔中止の理由〕 「学校給食実施状況調査」は，学校における学校給食実施の状況や学校給食関係職

員の配置状況等を把握することにより，今後の学校給食及び食に関する教育の充実に資することを目的

とする調査として，都道府県，教育委員会，都道府県私学主管及び市区町村教育委員会を報告者とする

届出統計調査として実施してきたが，平成１８年より，調査内容に米飯給食や給食費に関する調査事項

を加えた承認統計調査「学校給食実施状況等調査」の一部として実施することになったため，調査を中

止する。 

※ 

【調査票名】 １－学校給食実施状況調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００３ 受理番号（旧）１０４４００ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２８４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．学校種別，２．完全・補食・ミルク給食別，３．学校数，４．児童・生徒・幼児数等 

※ 



 - 105 -

【調査票名】 ２－へき地学校給食実施状況調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００３ 受理番号（旧）１０４４００ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２８４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．学校種別，２．へき地等級別，３．完全・補食・ミルク給食別，４．学校数，５．児童・生

徒・幼児数等 

※ 

【調査票名】 ３－学校給食共同調理場調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００３ 受理番号（旧）１０４４００ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２８４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省庁→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．設置者名，２．共同調理場名称，３．所在地，４．開設年月，５．供給対象（学校種類別・

学校数・生徒数），６．職員数 

※ 

【調査票名】 ４－学校給食業務外部委託状況調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００３ 受理番号（旧）１０４４００ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２８４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．調理方式別，２．学校種別，３．委託業務別，４．学校数，５．児童・生徒・幼児数等 

※ 

【調査票名】 ５－学校栄養職員配置状況調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００３ 受理番号（旧）１０４４００ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２８４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．学校種類別，２．配置人員数（常勤者・非常勤者数），３．学校規模別（単独校調理場方

式），４．共同調理場規模別等 

※ 

【調査票名】 ６－学校給食調理員配置状況等調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００３ 受理番号（旧）１０４４００ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２８４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．学校種別，２．配置人員数（常勤・非常勤別，任用・派遣別）等 



 - 107 -

【調査名】 米飯給食実施状況調査 

【実施機関】 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

【目 的】 米飯給食の実施状況，価格構成を調査し，学校給食の指導上の基礎資料とする。 

【沿 革】 本統計調査は，昭和５３年に開始された。 

【調査の構成】 １－米飯給食実施状況調査表，２－委託炊飯加工賃等調査表 

【集計・公表】 （集計）中央集計 （表章）都道府県 

【備 考】 〔中止の理由〕 「米飯給食実施状況調査」は，学校における米飯給食の実施状況を把握することに

より，今後の学校給食及び食に関する教育の充実に資することを目的とする調査として，都道府県教育

委員会，都道府県私学主管課及び市町村教育委員会を報告者とする届出統計調査として実施してきた

が，平成１８年より，調査内容に学校給食の実施状況や給食費に関する調査事項を加えた承認統計調査

「学校給食実施状況等調査」の一部として実施することになったため，調査を中止する。 

※ 

【調査票名】 １－米飯給食実施状況調査表 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００４ 受理番号（旧）２０４０５５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会，都道府県知事，市町村教

育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２８４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．米飯給食実施状況（学校種別・週当たり回数別・学校数・児童数・自校炊飯・委託炊飯・利

用別米飯給食実施学校数等） 

※ 

【調査票名】 ２－委託炊飯加工賃等調査表 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００４ 受理番号（旧）２０４０５５ 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・市区町村教育委員会，都道府県知事 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２８４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．委託炊飯加工賃（食缶方式，弁当箱方式） 
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【調査名】 学校給食費調査 

【実施機関】 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

【目 的】 学校給食の充実に資するため、我が国における学校給食費の現状を明らかにし，今後の学校給食及び

食に関する教育の充実のための施策の企画・立案に必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－学校給食費調査票，２－食材料に対する公費負担措置調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「調査結果概要」（平成１７年３月）  （表章）全

国 

【備 考】 〔中止の理由〕 「学校給食費調査」は，学校における学校給食費の状況等を把握することにより，

今後の学校給食及び食に関する教育の充実に資することを目的とする調査として，都道府県，市町村教

育委員会を報告者とする届出統計調査として実施してきたが，平成１８年より，調査内容に学校給食の

実施状況や米飯給食に関する調査事項を加えた承認統計調査「学校給食実施状況等調査」の一部として

実施することになったため，調査を中止する。 

※ 

【調査票名】 １－学校給食費調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００５ 受理番号（旧）１０４４０１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会、市町村教育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２３７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．市町村別，２．学校種別（小学校・中学校・定時制高等学校），３．学校数，４．平均月

額，５．年間実施予定回数等 

※ 

【調査票名】 ２－食材料に対する公費負担措置調査票 

【受理年月日】 平成１６年８月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００５ 受理番号（旧）１０４４０１ 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県教育委員会，市町村教育委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２３７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握

時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月３０日 

【調査事項】 １．設置者名，２．設置内容，３．措置対象（学校種別，学校数，幼児・児童・生徒数），４．

総負担額（設置者の予定額）等 
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【調査名】 賃金事情調査 

【実施機関】 広島県商工労働部総務管理局労働福祉室 

【目 的】 県内の民営事業所に雇用されている労働者の賃金などの労働条件等の実態を明らかにし，関係者の利

用に供するとともに，労働行政の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－賃金事情調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「広島県の賃金・労働事情」（調査年度内） 

【経 費】 ６４５ 

【備 考】 〔中止の理由〕 県内の民営事業所に雇用されている労働者の賃金等の労働条件等の実態を毎年調査

（調査基準日：６月３０日）してきた「賃金事情調査」については，賃金構造基本統計調査（指定統計

第４９号を作成するための調査）や毎月勤労統計調査（指定統計第７号を作成するための調査等の既存

統計結果により，県内労働者の賃金等の同行について実態把握が可能であることから，平成１９年度以

降の調査を行わないこととする。 

※ 

【調査票名】 １－賃金事情調査票 

【受理年月日】 昭和５０年５月１日 

【受理番号】 受理番号（新）３０７００６ 受理番号（旧）７５０２８ 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）事業所 （属性）常用労働者が３０人以上の民営事業所 （抽出

枠）事業所・企業統計調査の調査対象 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）６月３０日現在 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）６月３０日 

【調査事項】 １．事業所の現況，２．所定労働時間及び年間総休日日数，３．変形労働時間制，４．週休制の

形態，５．年次有給休暇制度，６．育児・介護休業・子の看護休暇制度，７．定年制の実施形態及

び継続雇用制度，８．退職金制度，９．パートタイム労働者の雇用管理状況，１０．人事・賃金シ

ステム，１１．年齢別実在者賃金額，１２．障害者の雇用，１３．新規学卒者の採用計画及び採用

実績 
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５ 参   考 



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(1)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

(4) (4) (4) (12)

83 59 81 67 58 71 72 25 18 25 35 11 4 6 615

(3) (1) (4)

22 18 10 5 5 5 5 1 5 3 6 3 6 2 96

(3) (4) (4) (5) (16)

105 77 91 72 63 76 77 26 23 28 41 14 10 8 711

(1) (1) (2)

26 33 43 77 68 73 78 34 8 12 8 3 10 6 479

(1) (1)

8 7 31 52 55 110 137 25 35 33 30 14 23 15 575

(1) (1) (1) (3)

34 40 74 129 123 183 215 59 43 45 38 17 33 21 1054

2 2 0 0 0 1 5

(11) (3) (1)  (4) (4) (5) (28)

22 10 16 13 14 35 32 8 11 8 6 2 3 9 189

(1) (1)

1 1 2 1 5

(11) (3) (2) (4) (4) (5) (29)

23 11 18 13 15 35 32 8 11 8 6 2 3 9 194

(1) (1) (1) (1) (4)

102 106 101 108 142 139 134 50 6 23 7 6 14 14 952

308 298 312 278 193 216 185 56 51 41 44 44 50 39 2115

5 2 7 10 3 3 1 1 1 1 34

3 2 8 2 2 2 2 2 4 27

(2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (12)

380 355 321 358 299 355 277 44 82 70 41 66 90 46 2784

(2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (12)

688 661 635 643 502 576 473 102 136 114 87 113 141 89 4960

(注)１．この表は、統計報告調整法により承認された統計報告を、調査票の様式単位で示したものである。

２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

小 計

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他

そ の 他

小 計

本 省

法 務 省

財
　
務
　
省

国 税 庁

小 計

年（月）

実施機関名

文 部 科 学 省

内
　
閣
　
府

総
　
務
　
省

経 済 社 会
総 合 研 究 所

そ の 他

小 計

統 計 局
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承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(2)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

(3) (3)

384 425 435 374 379 330 227 63 56 90 53 37 56 70 2979

(2) (2) (1) (5)

102 71 77 72 54 79 64 22 24 17 17 29 6 17 651

82 49 25 18 14 7 2 2 2 3 3 207

3 4 3 5 5 6 2 1 1 1 1 32

(15) (21) (10) (20) (20) (4) (15) (2) (2) (2) (2) (1) (114)

143 182 226 154 80 91 51 34 32 25 24 13 17 14 1086

(15) (24) (10) (20) (20) (4) (15) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (122)

711 730 767 621 532 512 350 119 116 135 95 82 80 105 4955

(2) (6) (2) (2) (1) (1) (14)

209 157 128 119 106 67 91 10 24 5 26 2 27 24 995

11 1 7 11 27 4 61

(1) (3) (4) (2) (1) (11)

61 56 90 63 103 73 60 13 11 9 15 11 3 3 571

(17) (18) (23) (35) (32) (17) (23) (5) (3) (12) (3) (12) (3) (4) (207)

309 249 272 212 186 166 146 24 21 9 13 14 9 15 1645

(18) (20) (32) (41) (36) (18) (24) (5) (3) (12) (4) (12) (3) (4) (232)

579 462 490 394 395 306 297 47 67 24 61 38 66 46 3272

(30) (49) (22) (27) (9) (13) (5) (1) (1) (157)

126 202 176 175 218 215 196 48 45 55 30 11 38 43 1578

(19) (35) (62) (25) (26) (23) (11) (4) (1) (2) (208)

223 243 179 172 124 131 80 21 20 15 34 28 54 15 1339

(19) (65) (111) (47) (53) (32) (24) (9) (1) (1) (1) (2) (365)

349 445 355 347 342 346 276 69 65 70 64 39 92 58 2917

(4) (12) (14) (11) (11) (6) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (67)

2 1 4 11 1 1 1 2 23

65 116 168 122 122 65 74 19 6 16 10 26 16 24 849

30 52 84 61 61 29 39 10 3 8 5 13 8 9 412

2591 2532 2533 2328 2118 2173 1865 480 469 449 400 312 440 353 19043

2621 2584 2617 2389 2179 2202 1904 490 472 457 405 325 448 362 19455

環 境 省

合
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局
（旧食糧庁）

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

年（月）

実施機関名
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年（月） 備　考

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

(4)

1 1 1 3

(1)

1

(4) (1)

1 1 1 3 1

2 1 1 4

(1)

1 1 3 5

(1)

1 2 2 1 3 4 5

1

(4) (1)

2 6 1 2

(4) (1)

2 6 1 2

(1)

1 4 3 1 1

2 4 5 10 1 2 3 1 4

2

(2)

7 16 1 10 3 1 2 5

(2)

9 4 5 26 2 12 8 1 5 2 5

(注) １．この表は、統計報告調整法により、承認された統計報告を調査票の様式単位で示したものである。

　　　２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

３．農林水産省大臣官房統計部の平成15年６月までの欄は、旧農林水産省大臣官房統計情報部実

　施のものである。

４．従来総務省の内訳としていた公正取引委員会実施分は、平成15年4月以降は内閣府のその他の

　欄に計上している。

平成19年

小 計

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他

法 務 省

文 部 科 学 省

小 計

統 計 局

そ の 他

小 計

本 省

国 税 庁

小 計

平成18年

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）(1)

財
　
務
　
省

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

実施機関名

経 済 社 会
総 合 研 究 所内

　
閣
　
府

総
　
務
　
省

そ の 他
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承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）(2)

備　考

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

6 11 1 2 3 5 12 14 11 1

(1)

4

1

1

(1)

7 3 8 3

(1) (1)

13 11 1 2 6 5 13 14 12 1 12 3

2 2 1 19 2

3 6 4

2 1

(1) (1) (2)

1 7 1 6

(1) (1) (2)

2 3 1 2 30 1 6 12

4 2 7 13 4 2 3 4 1

(2)

4 2 1 6 2 6 4

(2)

4 6 9 1 19 6 2 9 4 5

(1) (1)

1 1

8 2 2 12

4 1 1 3

25 29 11 39 20 18 48 53 21 25 20 34

29 29 12 39 21 21 48 53 21 25 20 34

平成19年

環 境 省

合
　
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

年（月）

実施機関名

平成18年
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届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

新 規 58 54 43 39 32 27 10 1 5 8 8 4 4 8 301

変 更 69 72 99 108 88 79 81 22 15 23 29 15 30 30 760

中 止 6 3 7 11 8 1 1 2 1 1 5 5 51

新 規 358 282 367 354 355 389 302 84 75 63 67 72 80 63 2911

変 更 329 299 199 140 177 210 178 40 88 29 74 62 54 87 1966

中 止 4 4 8 2 15 16 31 8 10 4 4 7 4 24 141

新 規 105 82 85 124 139 127 94 36 26 28 240 371 30 38 1525

変 更 131 65 55 49 61 114 81 12 24 24 16 12 14 15 673

中 止 1 1 5 2 11 1 1 3 2 1 28

新 規 2 6 2 1 11

変 更 10 9 10 16 16 9 3 2 2 2 1 1 81

中 止 2 3 1 1 1 1 1 1 11

新 規 523 424 495 517 528 543 406 122 106 99 315 447 114 109 4748

変 更 539 445 363 313 342 412 343 76 127 78 121 90 98 133 3480

中 止 13 4 14 11 31 19 51 11 12 10 6 10 10 29 231

国

合
　
計

日
　
銀
　
等

市

都
道
府
県

年（月）

実施機関名
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届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数

備　考

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

新 規 1 1 2 1 1 1 1

国 変 更 1 2 4 1 1 3 4 1 2 6

中 止 2 1 3

新 規 1 9 3 1 12 14 3 6 5 3 2

変 更 15 12 3 10 4 8 10 6 2 3 3

中 止 12 1 1 1 1 1 1 3

新 規 1 5 9 7 7 3 1 2 4 2

市 変 更 1 2 2 2 1 3 1 1 1

中 止

新 規

変 更 1 2

中 止

新 規 2 2 16 12 8 20 18 5 8 9 5 3

変 更 17 15 7 16 6 8 14 10 7 6 2 10

中 止 12 1 3 1 1 2 1 6

平成19年

合
　
計

都
道
府
県

日
　
銀
　
等

平成18年年（月）

実施機関名
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